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⒈ はじめに 

 

東京電機大学は、2016（平成 28）年度より、安田浩新学長のもと、新ガバナンス体制を構

築し、1907（明治 40）年の学園創設以来「技術で社会に貢献する人材の育成」の使命を達成

し続けるべく、毎年度の自己点検・評価活動を実施し、その結果を社会に公表している。 

学園創立 110 周年となる 2017（平成 29）年度には、我が国が提唱する「超スマート社会」

（ソサイエティ 5.0）の概念を支える IoT・IoE 技術の発展を背景に、今後ますます高度化す

る情報社会の基盤となる情報システム工学、そして、様々なものやシステムのように複合領

域の知識と技術を必要とする「ものづくり」を支えるデザイン工学、これらの教育内容を標

榜するシステムデザイン工学部（情報システム工学科、デザイン工学科）を新設するととも

に、工学部に３つの新学科（電子システム工学科、応用化学科、先端機械工学科）を設置し

た。併せて、未来科学部の入学定員の見直し（建築学科定員増）を図り、社会から求められる

人材の育成に注力している。 

 

さて、本学は、2016（平成 28）年度において、（公財）大学基準協会による第２期大学認

証評価を受審し、その結果７年間の適合認定（2017（平成 29）年４月１日～2024（平成 36）

年３月 31 日）を取得した。 

大学認証評価結果においては、2009（平成 21）年度に受審した第１期大学認証評価以降の

本学の取り組みは基本的に前向きに評価されたものの、一部検討課題が残った。 

この評価結果を真摯に捉え、新ガバナンス体制のPDCAサイクルを速やかに検討・構築し、

2017（平成 29）年度以降の各施策の実現に向けて、鋭意進展させていく所存である。 

 

上記の状況を踏まえて、2016（平成 28）年度東京電機大学自己点検・評価報告書について

は、第２期大学認証評価結果及び自己点検・評価活動の実質化に主眼を置いて、2015（平成

27）年度東京電機大学自己点検・評価報告書に基づく「大学認証評価結果における努力課題

への対応」「第 39 群大学分科会報告書にて指摘のあった事項」「各部局で掲げている改善すべ

き事項」の再確認及び改善に焦点を絞り、本報告書を作成した。 

 

なお、大学認証評価制度においては、2018（平成 30）年度より実施される第３期認証評価

（2018（平成 30）年度～2024（平成 36）年度）に伴い、評価基準・評価項目の見直しが図

られることが周知されている。 

本学においても、この第３期認証評価への対応について、この自己点検・評価活動をいか

に関連づけて大学の発展に結び付けていくか、今後検討に着手する次第である。 
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⒉ 2016（平成 28）年度大学認証評価結果 努力課題への対応について

※基準について（以降のページ同様）

（公財）大学基準協会大学認証評価（2011（平成 23）年度～2017（平成 29）年度）によって定められている次の基準を示す。

  ０１ 理念・目的 ０２ 教育研究組織 ０３ 教員・教員組織 

０４ 教育内容・方法・成果 （１）教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 （２）教育課程・教育内容 （３）教育方法 （４）成果 

  ０５ 学生の受け入れ０６ 学生支援 ０７ 教育研究等環境 ０８ 社会連携・社会貢献 ０９ 管理運営・財務 （１）管理運営 （２）財務 

１０ 内部質保証 

基
準

部
局 努力課題 対応状況 今後改善すべき点

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・

成
果
（
４
）
成
果

先
端
科
学
技
術
研
究
科

先端科学技術研究科の博士課程において、修業年
限内に学位を取得できず、課程の修了に必要な単
位を取得して退学した後、在籍関係のない状態で
学位論文を提出した者に対し「課程博士」として
学位を授与していることは適切ではない。課程博
士の取り扱いを見直すとともに、課程制大学院制
度の趣旨に留意して修業年限内の学位授与を促進
するよう、改善が望まれる。

「在籍関係がない状況での課程博士の学位授与」につい
ては、2016（平成 28）年度において、先ずは先端科学技
術研究科委員会メンバーへの理解を促進させ、具体的な
検討は、2017（平成 29）年度研究科委員会への申し送り
事項とした。「早期修了の明確な基準」については、「博
士課程早期修了に係わる申し合わせ」を制定し、2016（平
成 28）年度入学者から適用した。 

2017（平成 29）年度先端科学技術研究科委員長及
び事務局の交替に伴い、在学生に影響を及ぼさな
いことを第一に、「在籍関係がない状況での課程博
士の学位授与」について、2017（平成 29）年度内
に研究科運営委員会および研究科委員会において
検討を進め、解決を図る。

５ 

学
生
の
受
け
入
れ

工
学
部

工学部において、収容定員に対する在籍学生数比
率が、電気電子工学科で 1.21、機械工学科で 1.21、
情報通信工学科で 1.23 と高いので、改善が望まれ
る。

2016（平成 28）年 5 月現在の在籍学生数比率は、電気電
子工学科 1.20、機械工学科 1.23、情報通信工学科 1.20
と引き続き努力が必要な数値となっている。ただし、
2016（平成 28）年度に実施した 2017（平成 29）年度入
試の入学定員超過率は、機械工学科は 1.14、情報通信工
学科は 1.09 と改善が数値として表れている。なお、電気
電子工学科は入学定員超過率 1.22 のため、努力が必要で
ある。
ただし、電気電子工学科の場合、2016（平成 28）年 5
月現在の、電気電子システムコース在籍学生数比率は、
1.16、電子光情報コースは 1.20 となっている（そのほか
コース制になる前の学生（2011（平成 23）年度以前に入
学した学生）が 23 名いる）。そのため、電気電子システ
ムコースにおいて、在籍学生数比率による教育の影響は
抑えられていると言える。
また、電子光情報コースの在籍学生数比率 1.20 だが、
2017（平成 29）年度入試における電子システム工学科の
入学定員超過率は 1.09 であるので、改善が数値として表
れていると言える。

文部科学省や日本私立学校振興・共済事業団によ
る入学定員超過率の厳格化傾向もあるが、重要な
ことは定員超過となったとしても、充実した教育
を行い、教育の質保証を行うことである。
在籍者数比率による超過は、単年度の施策実行だ
けで効果が表れるものではなく、継続実行が必要
であるが、それまでの間、教育の充実等により、
超過による影響を解消するための事項を実施す
る。

※
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⒊ 2016（平成 28）年度大学認証評価 大学分科会報告書又は大学基準協会の概評による指摘事項への対応

基
準

部
局

大学分科会報告書又は
評価結果概評による指摘事項

対応状況 今後改善すべき点

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
１
）

教
育
目
標
、
学
位
授
与
方
針
、
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
方
針

教
育
改
善
推
進
室

各学部・研究科においてカリキュラム編成の際に
その適切性について検証されているが、全学の連
絡調整としてさらに、「教育改善推進室」において
定期的に検討され、大学評議会で審議され適切性
について検証されている。しかし、2017（平成 29）
年度以降の学部改編等に鑑み流動的であり、今後
継続的な検証が必要である。 

教育改善推進室運営委員会において「2017（平成 29）年
度からの全学的改編、また 2018（平成 30）年度からの
理工学部改編に伴い、2015（平成 27）、2016（平成 28）
年度に各学部にてディプロマ・ポリシー（DP）、カリキ
ュラム・ポリシー（CP）の見直しを実施しており、概ね
「3 つのポリシーの策定及び運用に関するガイドライ
ン」（以下ガイドライン）に沿っていると考えられること
から、先ずはその検証を行うことが必要であると考え、
現時点での見直しは適切な時期とは言い難いので、全学
的な実施は見送る」ことを確認し、学長室へ報告を行っ
た。

大学院研究科ならびに専攻における見直しは実施
していないこと、中教審からガイドラインが示さ
れたこともあり、今後全学的な見直しを実施する
必要がある。
見直しに際しては、認証評価で求められている「3
つのポリシーを起点とする PDCA サイクルの確
立」「教育の質保証」など実施体制についても、「全
学的な内部質保証体制」と併せて検討が必要であ
る。なお、見直し時期については、全学的改編の
進捗に合わせ検証と実施が望ましいことから、
2019（平成 31）年度または、2020（平成 32）年
度での実施を想定する。

理
工
学
研
究
科

研究科及び専攻における「人材養成に関する目的
及び教育研究上の目的」「学位授与の方針」及び「教
育課程編成・実施の方針」が定められ、開示され
ているものの、研究科または専攻ごとの教育目標
については必ずしも明確でなく、改善が望まれる。 

2013（平成 25）年度に理工学部と合同で、各々の「教育
内容・方法・成果」について、外部有識者による独自の
自己点検・評価を実施した。実施結果に基づき、2015（平
成 27）年度に「人材の養成に関する目的その他の教育研
究上の目的」と整合性を図りながら「教育目標」を明確
化した。当初は、2016（平成 28）年度より周知する予定
であったが、2017（平成 29）年度に研究科の基礎となる
学部において、全学的改編が実施され、全学部で「教育
目標」を明確化し周知することとなり、学部の周知時期
に併せた 2017（平成 29）年度から学生要覧等で研究科
及び各専攻の教育目標を周知している。
なお、2016（平成 28）年度については、従前同様に「人
材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的」を「教
育目標」と位置づけて、学生要覧にて周知している。

2018（平成 30）年度に理工学部改編を予定してい
る。改編では、理工学部の各学系間や大学院と連
携する新たな横型・縦型連携の新教育プログラム
等も検討しており、2021（平成 33）年度に予定す
る大学院改編に併せて「教育目標」の適正につい
て検討する。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
２
）

教
育
課
程
・
教
育
内
容

教
育
改
善
推
進
室

教育課程の適切性を検証する試みは、2013（平成
25）年度に点検が実施され、検証を行うシステム
は「教育改善推進室運営委員会」に任されている
が、定期的な実施まで至っていない。

認証評価の実地調査において、カリキュラムの検討を行
う会議体における意思決定の流れの明確化（各教育単位
～大学全体）、カリキュラムの検証方法と検証結果検討時
の根拠資料の呈示（各教育単位の個別資料のみならず、
学修到達度調査各種の結果なども含む）など、カリキュ
ラム編成における検証体制（サイクル）と根拠資料（エ
ビデンス）の明確化が、強く求められた。そのことから
まずは「学修到達度調査を用いたカリキュラム改善のお
願い」として、カリキュラム編成における検証体制を把
握すべく「各教員へのアンケート実施」「各教育単位にお
けるリキュラム等の検討」を実施し、検証することとし
た。

認証評価の実地調査においても、教育の質保証は
極めて重要視されており、教育に関する各項目で
PDCA サイクルを確実に実施すること、また学内
外への説明責任を果たすためにもそれを明確化・
可視化することなどが強く求められている。今回
実施した「学修到達度調査を用いたカリキュラム
改善のお願い」については、PDCA サイクルの C
の内容を明確化する意図がある。また実施した結
果を用いて各学科等へヒアリングを行い、教育の
質保証へ向けた体制づくりを検討し始めたところ
である。
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基
準

部
局

大学分科会報告書又は
評価結果概評による指摘事項

対応状況 今後改善すべき点

４

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果

（
２
）
教
育
課
程
・
教
育
内
容

工
学
部
・
工
学
部
第
二
部

基礎と専門科目、異なる専門科目間の縦の繋がり
が分かりにくく、学生の履修計画に適した体系的
な科目配置が望まれる。

カリキュラムマップ、履修モデルを作成しているにもか
かわらず、「基礎と専門科目、異なる専門科目間の縦の繋
がり」について大学基準協会が指摘したのは、個々のシ
ラバスに記載しているものの、「個々のシラバスを見なく
ても、表や一覧でわかるようなもの」を意図して、指摘
したと思われる。そのため、カリキュラムマップ、履修
モデルに解説を加える等の工夫について検討が必要であ
ったが、大学基準協会の指摘の時期が 2016（平成 28）
年度の遅い時期であり、検討するに至っていない。

基礎と専門科目、異なる専門科目間の縦の繋がり
について、カリキュラムマップ、履修モデルで分
かりやすい表現に変更する等の検討を行う。

４ 

教
育
内
容
・
方

法
・
成
果
（
３
） 

 

教
育
方
法

情
報
環
境
学
研
究
科

学生に研究指導計画による資料の配付は行われて
いない。 

2017（平成 29）年度より、研究指導教員は副査教員と相
談して研究指導計画書を作成し、専攻主任に提出するこ
とを義務付け、提出された研究指導計画は研究科内で公
開することを検討し決定した。研究指導計画書は入学時
に修了までの研究指導計画を作成し、半期ごとに見直す。 

2016（平成 28）年度より研究指導計画書を作成す
ることが決まった。その活用方法、例えば、主査・
副査教員が作成した研究指導計画書を学生と共有
する可否／方法について議論を進める。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・

成
果
（
４
）
成
果 

工
学
研
究
科

学習到達度調査について、学習成果を測定する独
自の評価指標は認められないので、今後の開発が
望まれる。

リサーチワークにおける学習成果を測定することは、研
究の要素が入るため、学部と比して大変難しいため、検
討に至っていない。

今後、教育改善推進室と連携して対応していく。

早期修了に関する明確な要件が公表されておら
ず、今後の検討が望まれる。

早期修了の明確な要件については、検討の途中であり、
まとめまでに至っていない。

他研究科や他大学をも参考にし、急ぎまとめてい
く。

工
学
部
・
工
学

部
第
二
部

学習成果を測定する学部独自の評価指標はないの
で、今後の開発が望まれる。

現在、学科独自で「学習到達度調査と振り返り」の試行
を行っている状況にあるが、今回は学部独自の指摘であ
った。この大学基準協会の指摘の時期が 2016（平成 28）
年度の遅い時期であり、検討するに至っていない。

通常「学修成果測定」は教育プログラム、つまり
学科単位であるが、ここでは学部単位で必要との
指摘であり、今後、他大学、他学部も参考にしな
がら、学部独自の評価指標を開発する。

５ 

学
生
の
受
け
入
れ

工
学
部
第
二
部

編入学定員に対する編入学生数比率は、工学部第
二部の電気電子工学科及び情報通信工学科で低い
ので、改善を期待したい。

2016（平成 28）年度に実施した 2017（平成 29）年度工
学部第二部編入学試験では、電気電子工学科では入学者
3 名であったが、情報通信工学科では 0 名であった。な
お、2018（平成 30）年度からは編入学定員を入学定員に
振り替える手続きを文部科学省に行った。

2018（平成 30）年度工学部第二部改編で社会人教
育の充実を計画しており、社会人学び直しを東京
電機大学の特長とする絶好の機会でもある。その
ため、編入学定員を入学定員に振り替えたといえ
ども、収容定員に注意しながら、引き続き編入学
受入れを実施していく方向である。

理
工
学
部

理工学部生命理工学系の 1.21 倍、建築・都市環境
学系の 1.20 倍が認められ改善が望まれる。 

文部科学省の設置届出書で届出している最小教育単位な
らびに、大学則の入学定員および収容定員は、理工学科
としている。2016（平成 28）年度の理工学科の収容定員
超過率は 1.14 であるが、学系単位で学生募集を実施して
いることを鑑みて、各学系の在籍学生数比率についても
留意している。2016（平成 28）年度については、生命理
工学系のみ在籍学生数比率が 1.21 倍であった。 

理工学科が最小教育単位であるが、引き続き、募
集単位である各学系の在籍学生数比率にも留意す
る。

６ 

学
生
支
援

学
生
支
援
セ
ン
タ
ー

修学支援・生活支援・進路支援に関する取り組み
は、よく整備されているもののその検証プロセス
および責任を担う組織が明確になっていない。今
後、学生支援の取り組みをより充実させるために
は、検証プロセスおよび責任体制を明確にし、貴
大学の取り組み内容・成果と方針との整合性につ
いて、恒常的に検証を行うことが望まれる。

学生支援については、「学校法人東京電機大学中長期計画
～TDU Vision2023～」による、基本方針に基づき、全学
的な学生支援の取り組みを学生支援センター運営委員会
で年度の取り組み事項、取り組み結果の確認を行なって
きた。2016（平成 28）年 6 月に学生支援センターの学生
厚生担当業務が東京千住キャンパス事務部に移管される
ことに伴い、委員会の名称を「学生生活支援委員会」へ
改正するとともに、目的を「学生支援センター運営委員
会の運営に係る重要事項を審議する」から「学生厚生及
びキャリア支援・就職担当支援に係る重要事項について
審議する」ことで役割を明確化した。

2016（平成 28）年 6 月の事務組織変更を機に、学
生生活支援委員会へ変更したことに伴い、「学校法
人東京電機大学中長期計画～TDU vision2023～」
による、基本方針に基づき、学生生活支援委員会
に係る年度の取り組み事項、取り組み結果の検証
を行い、次年度に重点的に取り組む事項を審議し
ていくこととする。さらに、キャリア支援・就職
担当は、定常的に実施している就職会議において
学科・学系の意見をまとめ、学生生活支援委員会
にはかることとする。
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基
準

部
局

大学分科会報告書又は
評価結果概評による指摘事項

対応状況 今後改善すべき点

６ 

学
生
支
援

東
京
千
住
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
部

（
学
生
厚
生
担
当
）

学生支援の組織・制度に関しては、「学生要覧」や
「大学ウェブサイト」に掲載し、周知しているも
ののその検証プロセスが明確ではない。 

学生支援については、「学校法人東京電機大学中長期計画
～TDU Vision2023～」による、基本方針に基づき、全学
的な学生支援の取り組みを学生支援センター運営委員会
で年度の取り組み事項、取り組み結果の確認を行ってき
た。2016（平成 28）年 6 月に学生支援センターの学生厚
生担当業務が東京千住キャンス事務部に移管されたこと
に伴い、委員会の名称を「学生生活支援委員会」へ改正
するとともに、目的を「学生支援センター運営委員会の
運営に係わる重要事項を審議する」から、「学生厚生及び
キャリア支援・就職支援に係る重要事項について審議す
る」に変更することで役割を明確化した。

2016（平成 28）年 6 月の事務組織変更を機に、学
生生活支援委員会へ変更したことに伴い、「学校法
人東京電機大学中長期計画～TDU Vision2023～」
による、基本方針に基づき、学生生活支援委員会
において、学生厚生及びキャリア支援・就職支援
に係る年度の取り組み事項、取り組み結果の検証
を行い、次年度に重点的に取り組む事項を審議し
ていくこととする。

７ 

教
育
研
究
等
環
境

管
財
部

キャンパス整備については、教育研究施設設備環
境に関する「キャンパス施設設備の整備」の方針
を定めている。具体的な内容は、「施設設備の中長
期更新」「改修計画に基づく事業の推進」「キャン
パスアメニティ向上等のための施設設備の更新」
「情報インフラの全体最適化による教育・研究活
動及び学生生活の支援」などと掲げられているが、
教育研究等環境の適切性を検証する組織は明確に
なっていない。

教育研究施設設備環境の整備は、学園の中長期計画に基
づき実施されており、年度ごとに PDCA チェックが中間
評価、期末評価の 2 回行われ検証されている。また、年
2 回実施のマネジメントレビューにおいて、中長期計画
以外の卒業生アンケート結果なども対象とした問題提
起・改善要望等の検証が行われ、改善を行っている。さ
らに、環境保全安全管理員会においては、主に教育研究
等環境に関し、主に安全面からのアプローチで適切性を
検証する体制となっており、情報インフラに関しては情
報戦略会議等で検証を行っている。以上から、教育研究
等環境は取扱い範囲が広く、単一組織での検証体制構築
は難しいと考えるが、各検証結果は、理事会・大学評議
会・教授会等へ報告がなされ、さらに事業報告書等でも
公開されている。

教育研究等環境の範囲は、施設設備のハード面に
目が行きがちであるが、施設を運用に係るソフト
面からのアプローチも重要と考える。また、教育
研究等環境で取り扱う範囲は、カテゴリー数も含
め多岐に亘ることから、その適切性を新たに単一
組織で検証することは難しいと考える。そこで、
全学的な検証を行う組織として、既存のマネジメ
ントレビュー、環境保全安全管理員会等で継続し
て検証するとともに、学園月報などの学内広報誌
を活用し広く報告していくことが有用と考える。

１
０ 

内
部
質
保
証

学
長
室

評価結果を改善につなげる仕組みについては十分
に機能しているとは認められず、また各学部・研
究科との連携が十分ではなく、内部質保証システ
ムの改善が望まれる。

学長を中心とする新ガバナンス体制PDCAサイクルの概
念図を策定し、その実質化に向けて、自己評価総合委員
会において検討を進めることを確認した。具体的には、
PDCA サイクルが本学の使命達成に繋がるループを構築
し、この実質化に向けて検討を進めることとした。 

内部質保証（PDCA サイクル）の実質化に向けて、
教職員への理解・浸透を進めるため、FD/SD 活動
を推進していく。これにより、各学部・研究科間
の連携を深めていくとともに、日頃の教育研究活
動を第三者が見ても分かるような PDCA 体制図を
策定する。
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⒋ 各部局における 2015（平成 27）年度自己点検・評価報告書 「点検・評価 改善すべき事項」「発展方策 改善すべき事項」への対応

基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

２ 

教
育
研
究
組
織

学
長
室

①学部（学科）と大学院修士課程（専攻）とは、縦型の
接続として分かりやすい編成としているが、学科・専
攻の学修のみならず、大学院修士課程（専攻）におい
ては、社会的なニーズ等に鑑み、他分野をも学修でき
る体制が必要と考えている。現在、大学院に係る事務
は、各学部事務部において行っているが、大学院進学
施策等に伴い修士課程学生数が増加しており、大学院
に係る事務に特化した事務組織の必要性が生じてい
る。

②現在でも他専攻履修として他分野を学修できる運用
を行っているが、体制としては整備されていないた
め、2020（平成 32）年度大学院改編に合わせ、体制
を整備する。これに関連し、2020（平成 32）年度大
学院改編に合わせ、それに見合う事務組織編制の検討
を行う。

横型統合的教育の実質化を図るため、本学の研究重点領
域４分野（生体医工学、エネルギー・環境、安心・安全、
情報）を軸として、組織や分野を超えた教育並びに研究
を展開する「創造工学ユニット（仮称）」を大学院改編に
合わせて開始することを「大学院改編検討委員会」にお
いて了承した。
大学院に係る新たな事務組織編制については、博士課程
も含めた大学院改編に関する検討を進める中で、大学院
ガバナンスに関する議論に包括して今後検討を進めるこ
ととした。

大学院入学定員の充足、大学院進学率 40％を目
標とし、縦型統合的教育および横型統合的教育の
実質化を図るために検討を進める。各研究科にお
ける専攻等の組織の見直しに加え、教育・研究の
更なる充実に向けて、各研究科並びにワーキング
グループにおいて具現化に向けた検討を引き続
き進める。

３ 

教
員
・
教
員
組
織

①教員組織の年齢構成について、一部の組織では高年齢
層の教員の占める割合が高いと見ることもできるた
め、学部・学科等の運営が円滑に運用できるよう年齢
構成のバランスに鑑みた採用に努める。

②教員の年齢構成（高齢化の解消）について定年規程の
見直しにより改善を図ったが、その効果はすぐには表
れない。しかし、教職員が常に年齢を意識することに
より計画よりも早く改善の効果が表れるものと考え
ており、引き続き、人事検討委員会において状況を確
認していく。

2015（平成 28）年 4 月 1 日施行の定年規程の見直しに
より、教育職員の高齢化の解消を図っている。
また、これに伴い、各学科・学系・コース・系列・群に
おける人事計画採用時において、年齢構成のバランスに
鑑みた中長期計画の構想を考案し、この計画の実質化に
向けた検討を進めた。

各学科・学系・コース・系列・群における中長期
計画に基づく人事計画採用の実質化を進める。ま
た、教育職員の定年後（65 歳以降）の処遇（特
定教授）の役割や位置付け等について、適切な年
齢構成のバランスに鑑みた教員組織の構成を構
築していく。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
１
）

教
育
目
標
、
学
位
授
与
方
針
、
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
方
針

先
端
科
学
技
術
研
究
科

①先端科学技術研究科博士課程（後期）の一部の専攻に
おいて、配置教員数に偏りが生じており、十分な研究
指導体制を確立するうえでは改善を図る課題がある
と認識している。また、同研究科の特徴である様々な
分野が統合された専攻および専攻間を跨いだ FD 活
動等については、実施できていない状況にある。

②将来計画している大学院改編においては、教員配置お
よび専攻のあり方を含め、今後検討を進める。また、
将来予定する大学院改編においてそのあり方を見直
すとともに、総合研究所の研究プロジェクトとの関連
や社会への知の還元等をも視野に入れ、引き続き検討
していく。

大学院改編検討委員会が設置され、専攻のあり方につい
ての検討が始まった。

教員配置および専攻のあり方を含めた大学院改
編の検討は、大学院改編検討委員会での検討結果
を受けて、検討を進める。
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基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
２
）
教
育
課
程
・
教
育
内
容

教
育
改
善
推
進
室

①カリキュラムマップを作成しているが、高校生や父母
などの第三者にもよりわかり易いように表現を見直
す必要がある。
さらに、大学院においては、コースワークとリサー
チワークのバランスについて、より適切な科目配置
とすべく、大学院の各研究科委員会および各研究科
運営委員会において一層の検討を行う必要がある。
教育課程編成・実施の方針に基づく体系性と教育内
容について、本学にて開講しているカリキュラムを
検証することができたが、点検・検証する範囲が広
く、作業量との兼ね合いもあることから、本取り組
みを定期的に実施する体制を整える必要がある。

②2017（平成 29）年度および 2018（平成 30）年度の
全学的改編に伴い、学位授与の方針および教育課程編
成・実施の方針に連動する形でのカリキュラムマップ
を作成しているが、今後作成予定の 2017（平成 29）
年版の大学案内において、高校生や父母など第三者に
もわかり易い形で改めて可視化を行う。
大学院におけるコースワークとリサーチワークのバ
ランスの検証については、各研究科の運営委員会に
おいて、継続して検討を行う。

①2017（平成 29）年度学生要覧に、全学部・研究科のカ
リキュラムマップが掲載されることになり、在校生向
けに周知する体制が整っている。コースワークとリサ
ーチワークのバランスについては、2015（平成 27）年
度自己点検評価において各研究科共にバランスの取れ
た配置となっていることが点検されている。前回受審
した認証評価においても特に指摘等がなかったことか
ら、平成 28 年度においては全学的な検討を行っていな
い。DP・CP に基づく体系性と教育内容についての検
証であるが、平成 29 年度からの全学的改編を控えてい
たことから平成 28 年度においては全学的な取り組み
を行っていない。

②2017（平成 29）年版の大学案内には各学科のカリキュ
ラムが図示されており、高校生を始めとする第三者に
向けてわかり易く記載されている。図はカリキュラム
マップに沿い学年による順次性、学ぶ分野の体系性の
可視化に配慮がなされており、広報面でも非常に有用
となっている。コースワークとリサーチワークのバラ
ンスについては、2015（平成 27）年度自己点検評価に
おいて各研究科共にバランスの取れた配置となってい
ることが点検されている。前回受審した認証評価にお
いても特に指摘等がなかったことから、2016（平成 28）
年度は全学的な検討を行っていない。

カリキュラムマップについては、その特性上、在
学生に向けて「学位授与の方針（DP)」で求めて
いる能力をどの科目で身につけるかを明示する
ことが主眼のため、第三者へのカリキュラムマッ
プの公開については、引き続き大学案内に記載さ
れているカリキュラム紹介で対応していく。
コースワークとリサーチワークのバランスにつ
いては、認証評価においても特に指摘がなかった
が、今後学部と同様に大学院においても「学位授
与の方針（DP）」とカリキュラムの検証を実施す
る際に、DP を満たすための CP と開講科目の検
証が発生することから、どのようなバランスが適
正かについて検討する場合には、現状のポリシー
を踏まえコースワークとリサーチワークの現状
把握から始める。
教育内容の定期的な検証については、認証評価で
求められている「3 つのポリシーを起点とする
PDCA サイクルの確立」「教育の質保証」など実
施体制についても、「全学的な内部質保証体制」
と併せて検討が必要である。なお、見直し時期に
ついては、全学的改編の進捗に合わせ検証と実施
が望ましいことから、2019（平成 31）年度また
は、2020（平成 32）年度での実施を想定する。 

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
３
） 

教
育
方
法 

①学修到達度調査は、2015（平成 27）年度に初めて実
施しており、特に専門基幹分野の教育成果の検証方法
について、検証していく必要がある。

②学修到達度調査については、2015（平成 27）年度が
初年度であり、調査結果のデータを蓄積し、教育成果
の検証と教育課程や教育内容・方法の改善に具体的に
結び付けられるよう、2016（平成 28）年度以降も継
続して実施し、データを蓄積していく。なお、専門基
幹分野の調査については、各学科・系列・コースにお
いて、調査方法自体を慎重に検証していく。

①専門力調査においては⒜実施した結果について学科・
学系内でどのような分析を行いましたか⒝学科・学系
では調査結果をカリキュラム見直しにどのように反映
させる予定ですか⒞今回の実施方法について問題点や
次回以降の改善点等、を検討してもらっており、実施
結果のカリキュラム改善への反映や次年度へ向けた改
善などについてPDCAサイクルを回す仕組みを整えて
いる。

②学修到達度調査については 2016（平成 28）年度で二
回目を迎え、前回同様に調査を実施した。特に汎用的
能力を測定する PROGの検証に際して、就職状況と IR
センターで実施した「学生行動調査（リア充）」のデー
タを活用し「GPA・コンピテンシーともに高い方が、
資本金 100 億以上企業への就職割合が高い」「GPA が
高くても、コンピテンシーが低いと、その割合は低い」
等の報告を行った。

学修到達度調査は、「大学が求められている教育
の質の向上のために、本学においても単位制によ
らない学生の学修到達度調査を行い、その結果の
評価から、学生の総合的能力や専門的能力の涵養
において教育プログラムが機能しているかどう
かを判断し、継続的に教育改善を行うこと」を目
的として 2015（平成 27）年度より実施している。 
2017（平成 29）年度には三年目を迎えることか
ら、今までのデータ蓄積、学科・学系での取組内
容の集計を行い、当初の目的と現状について C
（check）を行う。 
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基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）
成
果

教
育
改
善
推
進
室
（
先
端
科
学
技
術
研
究
科
）

①博士課程（後期）においては、「単位取得満期退学」
として、博士課程に 3年以上在学し、修了所要科目を
14 単位以上取得したが博士論文の審査および最終試
験に合格できない場合、博士課程を満期退学すること
になるが、満期退学後 3年以内に論文が受理された場
合は、研究指導教員と指導の継続性を確保した形で課
程博士による学位請求とする制度をとっている。満期
退学後、学籍がない状態で「課程博士」の取扱いとす
ることは適切でないため、今後改善すべき事項と考え
る。 

②改善すべき事項で掲げた、博士課程（後期）満期退学
後 3年以内に論文が受理された場合に、課程博士によ
る学位請求とする制度については、今後、先端科学技
術研究科の運営委員会において検討し、見直しを行
う。

「在籍関係がない状況での課程博士の学位授与」につい
ては、2016（平成 28）年度において、先ずは先端科学技
術研究科委員会メンバーへの理解を促進させ、具体的な
検討は、2017（平成 29）年度研究科委員会への申し送り
事項とした。「早期修了の明確な基準」については、「博
士課程早期修了に係わる申し合わせ」を制定し、2016（平
成 28）年度入学者から適用した。 

2017（平成 29）年度先端科学技術研究科委員長
及び事務局の交替に伴い、在学生に影響を及ぼさ
ないことを第一に、「在籍関係がない状況での課
程博士の学位授与」について、2017（平成 29）
年度内に研究科運営委員会および研究科委員会
において検討を進め、解決を図る。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
１
）

教
育
目
標
、
学
位
授
与
方
針
、
教
育
課
程

の
編
成
・
実
施
方
針

先
端
科
学
技
術
研
究
科

①本研究科においては、高度な研究能力とプレゼンテー
ション能力の修得が教育目標のひとつであり、その能
力をさらに高めるために、専攻横断や他の研究室との
交流およびキャンパス間の情報共有により研究を進
める等、研究指導・教育の充実を推進する。

②専攻横断や研究室間の交流により研究指導・教育の充
実を推進するため、学部、修士課程所属学生が利用し
ている大学ポータルサイトの本研究科への導入およ
び 3 キャンパス間のネットワークの有効活用による
情報共有の方法について、2016（平成 28）年度より
運営委員会において検討を開始する。

①大学院改編検討委員会において、横型統合的教育につ
いての検討が始まった。

②大学ポータルサイトの導入についての検討はされてい
ない

横型統合的教育についての検討は、大学院改編検
討委員会での検討結果を受けて、検討を行ってい
く。
大学ポータルサイトの導入について、課題を整理
する。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
２
）
教
育
課
程
・
教
育
内
容

①本研究科のカリキュラム構成は、リサーチワークが中
心となっているため、研究者倫理など研究者として最
低限必要なコースワークを設けるなど、リサーチワー
クとコースワークのバランスをとることが必要であ
る。また、コースワークの一環として、課程の目標の
ひとつである国際性を身につけることに対応するた
めの科学英語科目の新設が必須である。また、収容定
員に比して在籍者が少ない状況（収容定員 96 名に対
し、在籍学生数は 46 名）が続いており、対応策を検
討する。

②カリキュラム編成においては、研究者として必要な知
識を得ることができるようなコースワークの一層の
充実を 2015（平成 27）年度の運営委員会において検
討し、2016（平成 28）年度、および 2017（平成 29）
年度において開講することが決定しており、今後は具
体的な科目の運用および一層の充実について運営委
員会において検討する。入学者をいかに増加させる
か、修士課程とも連携を図るとともに、大学ウェブサ
イトの充実により学外からの志願者増を図ること等
について 2016（平成 28）年度に運営委員会等におい
て検討を行う。

①コースワーク科目とリサーチワーク科目のバランスを
取ることについては検討していない。国際性を身に付
けることを目的として、先端科学技術英語演習Ⅰおよ
びⅡを全専攻に配当している。
入学者増加に向けて、大学院改編検討委員会におい
て、縦型統合的教育についての検討を始めた。

②コースワークの一層の充実については検討していな
い。
大学院案内については、2016（平成 28）年度
より印刷配付を取り止め、内容を分かりやすく
ホームページに掲載する方向に切り換えた。

研究者倫理教育については、講習会など別の形で
実質的に実施する予定である。コースワーク科目
の新設について検討を進めていく。
入学者の増加に向けては、大学院改編検討委員会
での縦型統合的教育についての検討結果を受け
て、検討を行っていく。
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基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４

教
育
内
容
・
方

法
・
成
果
（
３
）

教
育
方
法

先
端
科
学
技
術
研
究
科

①研究指導計画書の形骸化を避けるべく、研究指導によ
り有効に活用されるよう学生へのフィードバックが
必要である。

②研究指導計画書を活用した学生へのフィードバック
方法および専攻内での教員の情報共有、FD の推進に
ついては、継続して運営委員会において検討する。

①研究指導計画書の学生へのフィードバックについては
検討していない

②FD の推進として、2016（平成 28）年度より、コース
ワーク科目履修者に対して授業評価アンケートの実施
を開始した。

修業年限内の学位授与を促進するため、研究指導
計画書の専攻内での課題の共有が必要であり、議
論を進めていく。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）
成
果

①単位取得満期退学者のうち満期退学後 3 年以内に論
文が受理された場合、課程博士による学位請求として
認めている。実際は、指導教員による継続的な指導が
行われているが、それを明確化するため、継続的な指
導を受けた学生のみを課程博士として認めるべく、申
し合わせに明記した。ただし、在籍関係がない状況で
課程博士と認めることは必ずしも妥当ではないため、
継続して検討する。在学期間中に優れた業績をあげた
学生に対して早期修了を認めているが、明確な基準が
ない。これを明確化することで、早期修了者への研究
指導方針が厳格化され、さらに学位授与が適切に行わ
れることになる。また、早期修了の体制を外部に周知
することにより、社会人の入学も推進されることにな
る。

②在籍関係がない状況での課程博士の学位授与、および
早期修了の基準の明確化については、現在も検討中で
あるため、引き続き運営委員会および研究科委員会に
て検討を継続する。
また、早期修了の明確な基準については、現在、運
営委員会において検討中であり 2016（平成 28）年度
入学者から適用する予定である。

「在籍関係がない状況での課程博士の学位授与」につい
ては、2016（平成 28）年度中の検討は行っておらず、2017
（平成 29）年度研究科委員会への申し送り事項とした。
「早期修了の明確な基準」については、「博士課程早期修
了に係わる申し合わせ」を制定し、2016（平成 28）年度
入学者から適用した。

「在籍関係がない状況での課程博士の学位授与」
について研究科運営委員会および研究科委員会
において検討を進め、解決を図る。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
１
）

教
育
目
標
、
学
位
授
与
方
針
、
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
方
針

工
学
研
究
科

①第三者によるシラバスおよび授業内容の点検の結果、
現在の教育目標、学位授与方針の記載では、各科目の
学習目標との関連をより簡潔に記述することが困難
であると判明した。これについては、教育目標および
学位授与の方針の記述をより具体的にすることによ
り、授業内容との紐付けが的確に示されるよう検討す
る。

②2016（平成 28）年度に、教育改善推進委員会にて教
育目標および学位授与の方針の具体的な記述および
教育目標と授業科目の内容との紐付けが明確になる
よう検討を開始する。

教育目標と学位授与の方針、科目との紐付けについては、 
2017（平成 29）年度シラバス作成時に、学習・教育目標 
との対応、DP との対応を掲載することとし、さらに第 
三者チェックでも確認した。
なお、この検討と関連のある修士レベルの「学修到達度」
の設定について、併せて検討を行う必要がある。

修士論文をもって修了と認定する大学院（修士課
程）において、教育目標、学位授与方針、教育課
程の編成・実施方針、これらの相関性、適切性を
検証する際の有効な手段である「学修到達度」を
設定すること（いわゆる修士レベルでの学修到達
度の設定）は、研究という要素も加わってくるの
で、学部と比して難しい。
しかし、教育改善推進室とも連携し、コースワー
ク、リサーチワークを再明確化し、まずはコース
ワークにおける教育目標やポリシー、授業科目の
相関を確認していくことからスタートする。
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基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
２
）
教
育
課
程
・
教
育
内
容

工
学
研
究
科

①グローバル化に関して、コースワーク科目の一部英語
による講義の実施等により、推進していく必要があ
る。 

②グローバル化推進のためのコースワークの一部英語
による講義実施について、運営委員会において具体的
な科目を指定し授業運用についての検討を進められ
るよう、2016（平成 28）年度より専攻等において調
整を行う。

グローバル化を英語の授業という視点で見た場合、科目
としては技術英語、Practical English forEngineers、科 
学技術英語演習、科学技術のための英語プレゼンテーシ
ョン演習のほか、オムニバスで行う総合技術特別講義に
おいて、1 コマ全て英語で授業を行う等の試みを継続実 
施している。

グローバル化に関する科目（英語科目）としては、
2013（平成 25）年度以降、漸次、充実を図って
おり、現在では、技術英語、Practical English for 
Engineers、科学技術英語演習、科学技術のため
の英語プレゼンテーション演習のほか、オムニバ
スで行う総合技術特別講義において、1 コマ全て
英語で授業を行う等の試みを継続実施している。 
今後も社会の要請等に注視し、漸次、充実を図っ
ていく。なお、教育課程・教育内容の全体から見
た場合、コースワークとリサーチワークのバラン
ス、適正が重要であるが、現在、大学院（修士課
程）科目において、「全体で 30 単位を修得する
ことが修了要件の 1 つ」となっているが、コース
ワーク、リサーチワーク、それぞれ必要単位を設
定することがコースワーク、リサーチワークの適
性の観点からは重要な事項であるので、その是非
を含め、検討することが必要である。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
３
） 

教
育
方
法

①リサーチワークのフィードバックが十分ではないた
め、フィードバックの方法についての検討が必要であ
る。

②2016（平成 28）年度より、教育改善推進委員会およ
び運営委員会において授業アンケートに基づいて、コ
ースワークの定期的な改善を実現できる仕組みを構
築するとともに、リサーチワークのフィードバック方
法を検討する。

①多くの教員は、学会での研究発表を大学院生に奨励し
ており、その際の討論を通して研究内容のフィードバ
ックを図っている。
今後さらに多くの大学院生が学会発表できるような
施策を検討する。

②2016（平成 28）年度に、教育改善推進委員会および運
営委員会で授業アンケートに係る所見について確認す
るとともに、各専攻で FD 実施を確認した。なお、リ
サーチワークのフィードバックについては、多くの教
員は学会での研究発表を大学院生に奨励しており、そ
の際の討論を通して研究内容のフィードバックを図っ
ており、その機会を増やす施策を検討する。

教育課程・教育内容、そして教育方法においても、
コースワークとリサーチワークのバランスが重
要となる。大学院（修士課程）科目としては、大
学院（修士課程）レベルの人材養成を行うために
は、演習、輪講は大変重要な科目である。しかし
特に輪講については、その方法については教員に
委ねられており、あまり可視化されていない。教
員により様々な方法、工夫がなされている科目で
あるが、可能な範囲で可視化し、可能な範囲で教
育方法の内容や水準を揃えることが、コースワー
クとリサーチワークのバランスを整えることと
同じくらい重要な事項と考えるので、その是非を
含め、研究科で検討したい。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）
成
果

①早期修了に関する明確な要件が公表されていないた
め、研究科委員長と事務局において基準について検討
を開始する。また、学部から大学院への内部進学率を
上げるため、学部と連携し継続して検討し、より有効
な方策をとる必要がある。

②早期修了に関する明確な要件が公表されていないた
め、明確な基準を定めるべく 2016（平成 28）年度よ
り運営委員会において検討を行う。内部進学者を増や
すために、2016（平成 28）年度の大学院進学ワーキ
ンググループにおいて、学部生のアンケートの実施お
よび分析等をもとに、学部生に大学院の魅力をアピー
ルする方策等について検討する。

①早期修了の明確な要件については、検討の途中であり、
まとめまでに至っていない。そのため、他研究科や他
大学をも参考にし、急ぎまとめていく。
また、内部進学率については、大学院進学推進 WG に
おける諸活動により率向上を図っていく。

②早期修了の明確な要件については、まだ詰めておらず、
今後、研究科において検討する。
なお、大学院進学を促進する方策としては、研究科に
大学院進学推進 WG を継続設置し、説明会等の各種イ
ベントを開催している。とくに対象学年を拡大、女子
学生向け説明会の実施等、充実を図っている。

大学院（修士課程）における教育の成果として重
視すべきは、本学の使命である「技術で社会に貢
献する人材の育成」であり、研究科の人材養成目
的にある「高度科学技術者の養成」について、適
切に結果を出しているかを確認することである。
2016（平成 28）年度は高い内定率であったので、
使命を達成したと言えるが、大学院進学率向上に
伴う大学院のユニバーサル化が進展した場合で
も、結果を出す必要がある。そのためには、教育
の充実が不可欠であり、適正なコースワーク、リ
サーチワークにより、人材養成の目的や学位授与
の方針に基づく学生を輩出しているかどうか、社
会から求められる人材を輩出し続けているかど
うかを常にチェックし続けていく必要がある。
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基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
３
） 

教
育
方
法

理
工
学
研
究
科

①学生による授業評価アンケートを有効活用し、教育効
果について定期的に検証を行い、組織的な研修・研究
を実施できるよう改善する。授業評価アンケートにお
いて、授業時間外の学習時間が少ないという結果が出
た科目について、その対応策を検討する。 

②学生による授業評価アンケートや教員自らが評価を
行う自己評価シートの結果について、本研究科の自己
評価委員会等において定期的に検証を行う。

2015（平成 27）年度に、大学院の「理工学研究科教育研
究改善推進委員会」と「理工学部自己評価委員会」との
合同委員会にて、さらなる授業改善に対する制度的取り
組みを実施するために、次の事項を検討し、理工学研究
科と理工学部合同で、2016（平成 28）年度から実施して
いる。
⒜学生による「授業評価アンケート」項目について、学
部と研究科で統一化する。（一部、大学院の独自項目あ
り）

⒝学生による「授業評価アンケート」の結果を元に、科
目担当教員が授業内容・研究指導内容とその方法の改
善を図るための「授業自己評価シート」について、学
部と研究科で統一し、見直しする。

⒞授業改善に繋げるために自担当（主担当）科目の全科
目での「授業自己評価シート」の作成について、学部
と研究科で義務化する。

⒟各学期の中間期（7～8 週）に学生ポータルサイト
(DENDAI-UNIPA)で「授業評価アンケート（中間）」
の実施を学部と研究科で可能とする。

⒠学生による「授業評価アンケート」で、授業満足度、
シラバスと授業の整合性、授業難易度の偏りに関する
項目の評価が低い場合は、授業参観（クラスビジット）
し、「授業参観シート」を専攻主任経由のうえ、研究科
委員長へ提出する。

なお、教職員は、複数回開催される全学的な FD/SD セミ
ナーや研修会に積極的に参加し、教育改善の意識涵養に
努めている。
また、授業評価アンケートにおいて判明した授業時間外
の学習時間の不足への対応として、シラバスの授業の回
ごとに事前学習、事後学習に必要な時間を記載すること
を「理工学研究科教育研究改善推進委員会」にて決定し、
2017（平成 29）年度のシラバスで公開している。

2016（平成 28）年度から理工学研究科と理工学
部合同で実施している授業改善に対する制度的
取り組みについて、大学院の「理工学研究科教育
研究改善推進委員会」と「理工学部自己評価委員
会」との合同委員会にて、定期的な検証を行う。 

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）
成
果

①学生の自己評価、卒業後の評価について、在学中の授
業評価アンケートおよび修了式における修了式アン
ケートがあり、学生本人が期待した成果が上がったか
どうかについて実態を把握しているが、あまり成果が
上がっていない事項についての原因の分析とそれに
基づく改善が不十分である。

②在学中の授業評価アンケートおよび修了式における
修了式アンケートについて、結果の検証が不十分であ
るため、理工学研究科自己評価委員会において改善す
べき点を洗い出し、これに基づき教育研究改善推進委
員会において改善策を検討・策定し、実行に移す。修
了式アンケートで抽出された課題を研究科全体で確
認した上で、PDCA サイクルを一層推し進め、教育
成果を高めるための改善策を実施する。

在学中の授業評価アンケートおよび修了式における修了
式アンケート結果では、「語学力」「実社会で活躍できる
力」において不足を実感している学生の声があるため、
2015（平成 27）年度に理工学研究科と理工学部合同で検
討し、学士課程・修士課程の統合的教育（いわゆる３＋
３型教育）への取り組みならびに本学の理念に沿ったグ
ローバルエンジニア育成の一環として、理工学部から理
工学研究科へ進学する学部 4 年生を対象として、大学院
入学前に海外協定校等で受入大学の学生等と理工学部生
の混成グループによる PBL 科目を英語で実施する海外
短期研修プログラムを 2016（平成 28）年度から実施し
ている。また、海外短期研修プログラムの事前準備とし
て、理工学研究科共通科目「科学英語」を先取り履修さ
せることや理工学研究科共通科目「国際化プロジェクト」
を 2017（平成 29）年度に新設し、海外研修後の単位認
定方針を決定した。

2016（平成 28）年度から理工学研究科と理工学
部合同で実施している海外短期研修プログラム
「国際化プロジェクト」について、将来的に理工
学研究科への進学者全員を海外へ派遣すること
を視野に入れて大学院の「理工学研究科教育研究
改善推進委員会」と「理工学部教育改善推進委員
会」にて、定期的な検証を行う。
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基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
１
）

教
育
目
標
、
学
位
授
与
方
針
、
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
方
針

情
報
環
境
学
研
究
科

①情報環境学専攻会議、FD 推進小委員会等にて教育目
標、学位授与の方針および教育課程編成・実施の方針
などの適切性について、定期的に検証および見直しを
実施しているが、授業アンケート、FD、第三者によ
る点検等における意見等を取り入れることを検討す
る。

②本研究科の教育課程の特色を明確化して、学外に公表
することが必要なため、今後検討を進める。

①研究科目のひとつである「情報環境学調査研究ⅡＢ」
の研究成果審査方法および審査基準の見直しを行っ
た。
授業評価アンケートは従前より実施していたが、2016
（平成 28）年度前学期より、授業担当教員が自らの授
業を振り返るきっかけとし、授業改善の参考とするた
めに「授業に関するアンケートに対する所見票」を提
出するようにした。提出された所見票は、専攻主任を
経て、大学院研究科委員長に報告した。
公聴会の結果を報告する審査報告書については専攻
主任・大学院研究科委員長が確認後、研究科内で公開
していたが、記入者によって内容に差があったことか
ら、審査報告書のサンプルを作成することで、審査報
告書の内容充実に繋げた。
2016（平成 28）年度より、部門長を選出し、主査と
副査の評価が分かれた場合などの連絡・調整等取りま
とめを行うこととなった。

②本学ＨＰにおいて、大学院情報環境学研究科の「入学
者受け入れの方針」・「教育課程編成・実施の方針」・「学
位授与の方針」だけでなく、専攻の教育理念と目的、
ならびに部門についても公表している。

「授業に関するアンケートに対する所見票」およ
び「審査報告書」については、専攻主任を経て、
大学院研究科委員長に報告までは進めている。 
今後、所見票の更なる活用について議論を進めて
いく。 

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
２
）
教
育
課
程
・
教
育
内
容

①コースワークの一環として、国際的な技術者としての
基礎能力の育成、特に、語学教育の充実および知的財
産に関する知識等の学修、そしてプロジェクトマネジ
メントに関する科目を新設したが、リサーチワークと
のバランスを取ることが必要である。

②今後は、論文作成に必要な基礎知識、研究計画能力等
を修得するコースワーク科目と論文作成に直接関係
する専攻科目であるリサーチワーク科目をバランス
良く配置する取り組みを進める。

①2016（平成 28）年度に新設したプロジェクトマネジメ
ント特論は、プロジェクトの目標を円滑に達成するた
めのマネジメント知識を修得することを目的としてお
り、チームで研究活動を遂行するにあたり大変役立つ
講義であり、多くの学生が履修するなど、リサーチワ
ーク科目とのバランスが取られた。
コースワーク科目の更なる充実のために、プロジェク
トでの課題解決のための聴く力(本質的な情報の収
集)、 内省 (ふりかえり) する力、論理的に考える力
及び発表する力等を習得することを目的としたヒュ
ーマンスキル特論を 2017（平成 29）年度より新設す
ることを決めた。

②論文作成・研究計画能力を主眼としたコースワーク科
目の配置については検討していない。
2016（平成 28）年度より、大学院情報環境学研究科
主催のアイデアコンテストを開始し、問題発見・解決
能力ならびにプレゼンテーション能力を醸成する機
会となり、研究遂行にも繋がる能力を醸成する機会と
なった。

国際的な技術者の育成のためには、技術だけでな
く、社会情勢等にも興味関心を持ち広い視野を持
つよう教育していく必要がある。2018（平成 30）
年度以降に新たな科目を新設し、国際経験豊富な
教員による指導が必要であり、教員の任用および
科目の新設を行う予定である。
アイデアコンテストについては、提案されたアイ
デアが単に既存の技術を組み合わせただけにな
らないよう、コンテストの趣旨・狙いが上手く伝
わるように説明会における趣旨説明を十分に行
う予定である。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果

（
３
）

教
育
方
法

①国際的に通用する技術者の育成に鑑み、英語教育に関
わるカリキュラムの強化やオペレーションズリサー
チ等の応用数学の分野の充実化が必要である。

②国際的な技術者としての基礎能力の育成のために、
「プロジェクトマネジメント特論」を 2015（平成 27）
年度より新設したが、今後とも、国際的に通用する技
術の育成のために、情報環境学専攻会議等で、科目等
の充実を検討する。

①英語教育・応用数学分野の充実は図られていないが、
多角的な視野に立った指導を行うために、2016（平成
28）年度前学期より半期に１回、副査教員が研究指導
面接を行うことを義務化し、研究指導報告書について
は、副査を担当する教員全員から提出され、専攻主任
を経て、大学院研究科委員長に報告すると共に、研究
科内で公開した。

②2017（平成 29）年度よりヒューマンスキル特論を新設
することを決めた。

副査による研究指導報告書については、専攻主任
を経て、大学院研究科委員長への報告を行うと共
に研究科内での公開を行っている。副査による研
究指導の更なる充実について今後、議論を進め
る。
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基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）
成
果

情
報
環
境
学
研
究
科

①企業との共同研究等を積極的に活用し、学生時代から
産業界における技術を体験すべく、インターシップの
一層の充実を図る必要がある。日々技術の進展、多様
化が展開される中、如何に産業界から求められる基盤
技術の修得ができるか、常にカリキュラム編成の充実
に向け組織的に実現できるかという課題に対し、教育
目標を見据えた上で一層積極的に取り組む必要があ
る。

②教員間、大学間の共同研究体制の構築の支援を整備す
るとともに、企業との共同研究体制を強化し、研究活
動の成果を学生の就活にも活用できるようにするた
め、企業との研究連携の仕組みを構築する必要があ
る。

①修士課程修了後に建築実務に携わるための基本的な知
識・技能・倫理観を身につけることを目的として、設
計事務所での設計・監理実務や建設工事工程管理に関
わる実務の補助業務を所定の時間経験する建築実務イ
ンターンシップを開講している。2015（平成 27）年度
から継続してインターンシップに参加している学生
は、設計事務所に内定した。

②企業との共同研究体制を強化するために、客員准教授
を委嘱（情報通信研究機構・ＮＴＴ)している。学生に
とっても、最先端の研究に取り組む研究者から指導を
受ける貴重な機会となった。中には情報通信研究機構
サイバーセキュリティ研究所において１年間研修員と
して研修を受けた学生もいた。また、情報通信研究機
構およびＮＴＴから研究者を招いて特別講義を開催す
るなど学生への研究指導体制を充実させた結果、学会
で入賞した学生が４名おり、研究科内で表彰した。
教員間の共同研究体制構築支援のために、新規任用教
員による特別講義も開催、多くの教員も参加した。

企業との共同研究体制構築のためには、教員によ
る研究業績の蓄積が必要である。そのためには学
生も積極的に学会活動等に参加して成果をあげ
ることが求められる。
大学院情報環境学研究科としての支援は、若手教
員への研究内容議論・申請書作成支援など包括的
な支援（予算補助を含む)や学生の学会旅費支援
等を行っている。
支援の範囲を広げていくことで更なる研究成果
向上に繋がると期待されるため，学生を対象に、
多額の経費がかかる国際会議の参加費や海外旅
費の補助などを行う予定である。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
１
）
教
育
目
標
、
学
位
授
与
方
針
、
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
方
針

未
来
科
学
研
究
科

①カリキュラムの見直しや定期的なＦＤ活動といった
本研究科独自の PDCA サイクル活動をより一層強化
するための組織的な仕組みを検討する。

②2016（平成 28）年度以降、教育改善推進委員会にお
いて、PDCA サイクル活動を強化するための組織的
な仕組みや定期的なＦＤ活動の実施に向けて基本方
針を検討する。

①2016（平成 28）年度において、本研究科独自の PDCA
サイクル活動の一つとして、授業アンケートを用いた
所見の確認と FD 実施について教育改善推進委員会に
おいて確認した。今後も同委員会にて審議を継続させ、
内容を充実させていく。

②2016（平成 28）年度において、本研究科独自の PDCA
サイクル活動の一つとして、授業アンケートを用いた
所見の確認と FD 実施について教育改善推進委員会に
おいて確認した。今後も同委員会における審議を充実
させ、基本方針（ルール）についても検討する。

教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施
方針の PDCA を行う正式な機関として、研究科
の下に教育改善推進委員会があるが、今後の委員
会活動を充実させ、実質的に作用させていく。

14



基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
２
）
教
育
課
程
・
教
育
内
容

未
来
科
学
研
究
科

①グローバル化のための教育体制充実のため、学生が国
外に出て行く機会の設定、またはグローバル化の涵養
を目標とした科目の更なる充実が必要である。建学の
精神から各科目のシラバスまでがひと目で理解でき
る教育プログラムの可視化を行う必要がある。学部・
大学院一貫教育については、ガイダンスでも説明して
いるが、学外への周知が不足している。

②グローバル化に対応した科目の新設および学生の国
際会議での発表の支援等については、2016（平成 28）
年度に継続して検討する。また、2016（平成 28）年
度に、各専攻においてディプロマポリシーと連携が可
視化されたカリキュラムポリシーおよびカリキュラ
ムマップの形式を検討し、運営委員会においてカリキ
ュラム点検の体制を整える。本研究科の特色である学
部・大学院一貫教育を、教育課程にさらに色濃く打ち
出すとともに、学部入学前の入試広報も含めて学外に
対しても積極的に周知する仕組みを検討する。

①国外に行く機会の設定として、従前から行っている国
際学会渡航費援助（学術振興基金）等があり、継続し
てこの援助（支援）を行っている。また建築学専攻に
おいては「大連理工大学との国際交流建築ワークショ
ップ」を、ロボット・メカトロニクス学専攻において
IDC ロボットコンテストについて、渡航費援助を含め、
特色あるグローバル化教育を行っている。また、学部・
大学院一貫教育については、2018 大学メインパンフレ
ット等で記載し、さらに在学生（学部生）に対しても
研究科の下に大学院進学推進 WG を設置し、大学院進
学ガイダンスでの説明等を通して周知、宣伝を行って
いる。さらに、大学院進学を後押しする給付奨学金（大
学院進学特別奨学金）の設定、女子学生向け進学ガイ
ダンスも行っている。

②グローバル対応科目として「科学英語」「Pratical
English for Global Engnieers」は既存科目としてある
ものの新設までは至っていない。なお、国際会議の発
表支援については、学術振興基金の援助があり、これ
を継続実施している。なお、運営委員会におけるカリ
キュラムマップ点検の体制整備については、2017（平
成 29）年度カリキュラムについては第三者チェックを
行っている。なお、学部入学前の 6 年一貫教育の宣伝
については、2018 大学メインパンフレットでも 4 年+2
年のカリキュラムを掲載する等の工夫を行っている
が、さらに充実していく必要がある。

本研究科において、個別にグローバル対応を行っ
ている（国際交流建築ワークショップ、IDC ロ
ボットコンテスト）が、全大学院生を対象とした、
体系的な科目の設置が必要と考えている。そのた
め、グローバル化対応の科目の新設、既存科目（授
業）の一部英語化等の取組みが必要である。
また本研究科においては、学内で一番の大学院進
学率の実績があり、6 年一貫教育の宣伝が功を奏
していると言えるが、近年は大学院進学率が伸び
悩んでいるのも事実である。そのため、2020（平
成 32）年度大学院改編の検討を注視しつつ、い
ま一度 6 年一貫教育の充実、宣伝の強化等の対応
を行う必要がある。
また、教育課程・教育内容を広義にとらえた場合、
コースワークとリサーチワークのバランスにつ
いて、いま一度研究科内で、適正かどうかをも含
め検討を行う。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
３
） 

教
育
方
法

①2014（平成 26）年度より開始したシラバス記載内容
の第三者チェックは、速やかに結果を反映できるよ
う、チェック時期・方法を見直す必要がある。あわせ
て 2014（平成 26）年度より基幹となる科目を中心に
実施している講義内容点検の対象科目を広げ、教育の
質保証をより推進すべきである。授業アンケートにつ
いては、実施方法、授業改善への活用方法等について
教育改善推進委員会にて継続して検討し、具体的な方
策を提案、実施する。

②シラバス記載内容の第三者チェック方法については、
2016（平成 28）年度に、学部の教育改善推進委員会
と連携し効率のよいチェック体制整備への改善を検
討する。講義内容点検は、2016（平成 28）年度に、
教育改善推進委員会において、実績を検証するととも
に、対象科目と点検方法を再検討し、より一層教育の
質保証に結びつく運用方法となるよう検討する。
2015（平成 27）年度に授業アンケート結果に対して、
授業担当教員が改善案を所見票に記載することとし
たが、所見票の活用方法について教育改善推進委員会
において引続き検討を行う。

①シラバス第三者チェックの時期については、2016（平
成 28）年度、2017（平成 29）年度シラバスともに、2
月に実施した。この時期を早めることはカリキュラム
編成のスケジュール全体を早める必要があり、可能か
どうかをも含め、今後の検討課題である。
また、講義内容点検、授業アンケート活用につき、2016
（平成 28）年度の教育改善推進委員会において、活用
方法について確認を行った。

②学部、研究科、各々の下に、教育改善推進委員会が設
置しているので、今後、合同開催含め、学部、研究科
との連携について詰めていく必要がある。また、授業
アンケートの所見票の運用を開始したが、実施の有効
性を含め、検証していく必要がある。

シラバスの第三者チェックについては、実施のた
びに見直しを図り、効果をあげるようになった。 
授業アンケートについては、その活用方法を教育
改善推進委員会で確認したが、その有効性（効果
等）について検証する必要がある。
なお、本研究科は修士論文ほか研究成果をもって
修了できる制度となっている。そのため、演習科
目を多く配置している。そのため、リサーチワー
クにおける教育方法については、その内容や水準
をできる範囲で可視化していくことが、教育の質
保証にも繋がる策方策と考えるので、可視化につ
いて、その是非をも含め、研究科で検討する。
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４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）

成
果

未
来
科
学
研
究
科

①本研究科の全大学院生が学会発表に積極的に参加す
るため、研究指導上の方策について検討を行う必要が
ある。

②学生が研究成果を学会等において、積極的に発表する
ことができるよう、各専攻に現状の問題点や要望等を
ヒアリングし、運営委員会において体制の充実を検討
する。

①2017（平成 29）年度から全学生に対し「研究計画」の
策定並びに研究指導教員（副教員含む）による指導体
制を整えた。この指導体制の構築により学会積極参加
の指導も行うことができるようになった。

②2016（平成 28）年度における教育改善推進委員会の開
催は 2 回にとどまり、研究計画を含めた研究指導体制
の充実により、「学生の積極的な学会発表」が期待でき
るが、今後もグローバル化の件と関連させ、今後検討
していく。

2017（平成 29）年度から開始の「研究計画」に
基づく研究指導体制を、単なる形式ではなく、実
質的に機能しているか検証する必要がある。ま
た、教育改善推進委員会についても、実効性のあ
る委員会として運営していく必要がある。そのた
め、構成員の意識を高めていくことも必要であ
る。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
１
）
教
育
目
標
、

学
位
授
与
方
針
、
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
方
針

工
学
部
・
工
学
部
第
二
部

①学位授与の方針および教育課程編成・実施の方針につ
いて定期的に検証を行い、改善を続けているが、その
経過のわかる蓄積された資料がない。また、第三者に
よるシラバスおよび授業内容の点検の結果、各科目の
学習目標と教育目標、学位授与方針との関連を簡潔に
記述することが困難であると判明した。

②年度毎の改善項目と改善方法の一覧を作成し、全教職
員がデータを情報共有するための方法について、教職
協働体制のもと工学部・未来科学部事務部において
2016（平成 28）年度中に検討する。また、各科目の
学習目標と教育目標、学位授与方針との関連の簡潔な
記述については、2017（平成 29）年度予定のカリキ
ュラム改訂において対応すべく、運営委員会および教
育計画小委員会にて継続して検討する。

①2017（平成 29）年度工学部改編を機に、各科目の学習
目標と教育目標、学位授与方針とを相関させるように
した。

②改善すべき事項として掲げた、年度毎の改善項目と改
善方法の一覧を作成するには至らなかった。
2017（平成 29）年度工学部改編を機に、各科目の学
習目標と教育目標、学位授与方針とを相関させるよう
にした。

教育改善推進室による平成 28 年 12 月 14 日付け
「学修到達度調査を用いたカリキュラム改善の
お願い」は、教育目標、学位授与の方針および教
育課程編成・実施の方針の PDCA を循環させる
ための最後の工程ともいえ、これに対応していく
ことは、大変重要なものである。
これに対応する機関として、教育改善推進委員会
があり、同委員会を教育の PDCA を実践する場
として実質的に機能させていく。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
２
）
教
育
課
程
・
教
育
内
容

①カリキュラムマップと教育目標との関連がややわか
りにくく、共通教育と専門教育の教育目標等が個別に
設定されているため、各学科の教育課程と合わせて表
示する必要がある。授業のみでは内容の修得が困難な
学生を支援するため学習サポートセンターが設置さ
れているが、学修到達度から利用が必要と判断される
学生に対し、利用を推奨するとともにより利用しやす
い環境を整える。

②教育目標とカリキュラムマップの精査および共通教
育と専門教育の連携の明確な表記については現在検
討中であり、2017（平成 29）年度のカリキュラム改
編にむけ教育計画小委員会等で継続して検討を行う。
また、学習サポートセンターの利用を促すため、2017
（平成 29）年度完成予定の新校舎の関連事項を検討
する東京千住キャンパス施設・設備検討委員会の下に
設置した教室・共用部検討ワーキンググループにおい
て、より利用しやすい環境となるよう学生の利便性に
配慮した場所への移動等について検討する。

①2017（平成 29）年度学生要覧で、カリキュラムマップ
については、ディプロマポリシーと相関させ、共通教
育と専門教育を一体化させて記載している。
また、2017（平成 29）年度からの新共通教育プログ
ラム実施にあたり、学習サポートセンターの位置付け
が高まることが予想され、より訪問しやすいように、
2 号館 3 階に場所を移動することを決定した。

②2017（平成 29）年度学生要覧で、カリキュラムマップ
については、ディプロマポリシーと相関させ、共通教
育と専門教育を一体化させて記載している。
また、2017（平成 29）年度からの新共通教育プログ
ラム実施にあたり、学習サポートセンターの位置付け
が高まることが予想され、より訪問しやすいように、
2 号館 3 階に場所を移動することを決定した。

2017（平成 29）年度から新共通教育プログラム
を実施するが、このプログラムを設定した時の当
初目的や目標を満たしたかどうか、検証していく
必要がある。
またこの検証は、1 年終了時、4 年終了時、卒業
後数年経ったとき（社会人になって役に立った
か）の複数の検証が必要である。
教育課程・教育内容については、2017（平成 29）
年度改編で見直しを図ったので、今後は、上記新
共通教育プログラム含め、全体的な検証が重要と
なる。
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①学生の授業時間外での学習時間が短いことが、授業ア
ンケートの結果からでている。教員は、学生に対し授
業中に予習・復習の指導をしているが、十分ではない
ため低学年のうちに自ら学ぶ姿勢を身につける教育
方法を検討する必要がある。工学部第二部において
は、社会人の学び直しの場を提供するためにも、夜間
部としての存在は重要となることが想定されるため、
社会人がより学びやすい環境を整えるため、工学部第
二部社会人教育検討特別委員会において長期履修学
生制度、ICT を活用した教育、社会人学生向けの教育
内容（資格教育、基礎学力等に見合った対応等）、大
学院修士課程への進学支援等について検討を進める。 

②授業アンケートの結果における学生の授業時間外で
の学習時間が短いことについて、学生に対し授業中に
予習・復習の機会を与えるため反転授業等 ICT 活用
のためのコンテンツを導入し、教育方法についての検
討を開始した。工学部第二部においては、2018（平
成 30）年度にむけ、工学部第二部社会人教育検討特
別委員会において引き続き長期履修学生制度、放送大
学との単位互換を含めた ICT を活用した教育、社会
人学生向けの教育内容、大学院修士課程への進学支援
等について検討を継続する。

①2017（平成 29）年度シラバスから、事前・事後学習の
時間を明記していくことを決定した。これにより、予
習・復習の習慣が身に付くことを期待している。
また工学部第二部社会人学生に対しては、放送大学の
単位を本学で単位認定する制度を整備した。そのほか
工学部第二部では、平成 30 年度改編に向け社会人向
け科目のさらなる充実について検討しており、2017
（平成 29）年度前期にはほぼまとまる予定である。

②2017（平成 29）年度シラバスから、事前・事後学習の
時間を明記していくことを決定した。これにより、予
習・復習の習慣が身に付くことを期待している。
また工学部第二部社会人学生に対しては、放送大学の
単位を本学で単位認定していく制度を整備した。その
ほか工学部第二部では、2018（平成 30）年度改編に
向け社会人向け科目のさらなる充実について検討を
進めており、2017（平成 29）年度前期にはほぼまと
まる予定である。

事前・事後学習については、シラバスに時間を明
記することによって、習慣として身に付くことを
期待しているが、実際に行われたかどうか、アン
ケート等で確認する必要がある。
なお教育方法全般から言うと、学生の多様化に伴
って、アクティブラーニングを含めた「教員と学
生の双方向性のある授業の実施」の必要がさらに
高まっている。このことは教育改善推進室がアク
ティブラーニング実施調査を行い、その結果をフ
ィードバックした。
今後はそのフィードバックにより見えた改善点
を実施する必要がある。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）
成
果

①学修到達度調査については、実施・測定方法について
試行段階であるため、今後、より有効な調査方法につ
いて継続して検討する。科目によっては、本学の教育
目標に沿った最適な調査が可能となるよう、本学独自
の到達度調査を開発する必要もある。
また、授業アンケートの活用方法については、教職
協働により継続して検討を行う。
また、社会が求める人材が育成されているか、ある
いは大学での教育が学位授与の方針に合致したもの
であるかを確認するためには、卒業数年後のアンケ
ートの実施が必要である。

②学修到達度の実施・測定方法については、3 つのポリ
シーが連動することが条件であるため、2017（平成
29）年度のカリキュラムの再編成にあわせて見直し
を行う。
卒業数年後のアンケート実施については、まずは、
工学部第二部を対象に実施項目・実施方法等を工学
部第二部社会人教育検討特別委員会で検討する。

①教育改善推進室による 2016（平成 28）年 12 月 14 日
付け「学修到達度調査を用いたカリキュラム改善のお
願い」は、教育目標、学位授与の方針および教育課程
編成・実施の方針の PDCA を循環させるための最後の
工程ともいえ、これに対応していくことは、大変重要
なものとなっている。
これに対応する機関として、教育改善推進委員会があ
り、同委員会を教育の PDCA を実践する場として実質
的に機能させていく。
なお、卒業数年後のアンケートについては、学部で実
施するというよりは、大学全体の取組みとすべきであ
り、然るべき機関に提言していく。

②教育改善推進室による 2016（平成 28）年 12 月 14 日
付け「学修到達度調査を用いたカリキュラム改善のお
願い」により、現在実施しているところである。
また、卒業数年後のアンケートについては、学部で実
施するというよりは、大学全体の取組みとすべきであ
り、然るべき機関に提言していく。

教育の成果において最も重要な事柄は、学修到達
度調査結果と教育プログラムの教育目標、到達目
標とが合致していることであり、それを検証する
ことこそ重要な事項であるのは明らかである。
現在、学修到達度調査とその検証については、ま
だ試行段階であるが、教育改善推進室と連携し、
実質的に機能させることが重要であり、「教育質
保証」「学生に対し責任ある大学」の責務を果た
すため、今後、教育改善推進委員会等を通じて、
実質的に機能させるようにする。
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①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
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今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
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（
１
）
教
育
目
標
、

学
位
授
与
方
針
、
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
方
針

理
工
学
部

①教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施
方針の公表や、授業評価アンケートおよび卒業式当日
に実施する卒業生アンケート等により、本学部の教育
内容が社会に貢献する技術者の輩出を実現している
かについて、客観的かつ体系的に検証するシステムを
構築し、定期的に検証する必要がある。

②学位授与方針および教育課程の編成・実施方針につい
て、学生要覧や入学時のガイダンス以外の方法で学
生・教職員・社会へ公表して本学部の使命を明確化し
ていく。

2013（平成 25）年度に大学院の理工学研究科と合同で、
各々の「教育内容・方法・成果」について、外部有識者
による独自の自己点検・評価を実施した。認証評価機関
と同じ視点で評価を行い、点検評価チームによる改善ポ
イントがまとめられ、2014（平成 26）年度から改善に向
けた取り組みを実施している。外部有識者による独自の
自己点検・評価を定期的に実施することについて、「理工
学部教育改善推進委員会」と「理工学研究科教育研究改
善推進委員会」にて意見交換したが、2016（平成 28）年
度が大学基準協会による認証評価の受審年度であること
および、2018（平成 30）年度に理工学部改編を実施する
ため、改編実施後に改めて検討することとした。

2018（平成 30）年度の理工学部改編実施を見据
えて、理工学部および大学院の理工学研究科が合
同で、各々の「教育内容・方法・成果」について、
外部有識者による独自の自己点検・評価の実施に
ついて、検討し定期的な検証に繋げる。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
２
）
教
育
課
程
・
教
育
内
容

①教育体系について、履修モデル等を学生要覧に掲載す
ることにより、学生への周知を図っているが、カリキ
ュラムマップの掲載を行っていなかったため 2016
（平成 28）年度より行うこととした。

②カリキュラムマップ等を学生に周知するため、学生要
覧に掲載するほか、学年別のガイダンス等を通じて周
知を行う方策について理工学部教育推進委員会にお
いて 2015（平成 27）年度内で検討を行う。

2016（平成 28）年度に履修モデルに加えて教育課程編
成・実施方針(CP)との対応を示したカリキュラムマップ
を掲載し、学生要覧や大学ウェブサイトにて公開してい
る。全学的改編実施に伴い、学位授与方針(DP)に基づく
カリキュラムマップを作成することが全学的に決定した
ことから、「理工学部教育改善推進委員会」にて検討し、
2017（平成 29）年度に学生要覧や大学ウェブサイトにて
公開し、学生に周知している。また、学生要覧に掲載す
るほか、年度初めのオリエンテーション期間中に学年・
学系別のガイダンスや新 2 年生を対象とした副コース向
けガイダンス等を通じての学生周知も併せて実施した。

周知方策の適切性について、「理工学部教育改善
推進委員会」にて、定期的な検証を行う。
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基
準

部
局

①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
３
） 

教
育
方
法

理
工
学
部

①科目担当教員において作成した自己評価シートは、従
来は教員自身の自己評価として利用されてきたが、実
施科目数の見直しや客観的な評価をする機会がない
ため、理工学部教育改善推進委員会において有効活用
と教育効果について定期的に検証を行う。また授業評
価アンケートにおいて判明した授業外学習時間の不
足への対応について、同委員会で検証し、対応方策に
ついて検討する。

②理工学部自己評価委員会において、自己評価シートの
活用に向けた審議を行うと共に、学生の授業外学習時
間についても各担当教員が把握できるよう、2017（平
成 29）年度以降検討を行っていく。

2015（平成 27）年度に「理工学部自己評価委員会」と大
学院の「理工学研究科教育研究改善推進委員会」との合
同委員会にて、さらなる授業改善に対する制度的取り組
みを実施するために、次の事項を検討し理工学部と理工
学研究科合同で、2016（平成 28）年度から実施している。 
⒜学生による「授業評価アンケート」項目について、学
部と研究科で統一化する。（一部、大学院独自項目あり） 

⒝学生による「授業評価アンケート」の結果を元に、科
目担当教員が授業内容・研究指導内容とその方法の改
善を図るための「授業自己評価シート」について、学
部と研究科で統一し、見直しする。

⒞授業改善に繋げるために自担当（主担当）科目の全科
目での「授業自己評価シート」の作成について、学部
と研究科で義務化する。

⒟各学期の中間期（7～8 週）に学生ポータルサイト
(DENDAI-UNIPA)で「授業評価アンケート（中間）」
の実施を学部と研究科で可能とする。

⒠学生による「授業評価アンケート」で、授業満足度、
シラバスと授業の整合性、授業難易度の偏りに関する
項目の評価が低い場合は、授業参観（クラスビジット）
し、「授業参観シート」を学系長・群主任を経由のうえ、
学部長へ提出する。

なお、教職員は、複数回開催される全学的な FD//SD セ 
ミナーや研修会に積極的に参加し、教育改善の意識涵養
に努めている。また、授業評価アンケートにおいて判明
した授業外の学習時間の不足への対応として、シラバス
の授業の回ごとに事前学習、事後学習に必要な時間を記
載することを「理工学部教育改善推進委員会」にて決定
し、2017（平成 29）年度のシラバスで公開している。実
施科目数の見直しや客観的な評価については、2015(平成
27)年度から調査を開始した学習到達度調査を用いたカ
リキュラム等の検討を 2016(平成 28)年度に「理工学部教
育改善推進委員会」にて実施した。

2016(平成 28)年度から理工学部と理工学研究科
合同で実施している授業改善に対する制度的取
り組みについて、「理工学部自己評価委員会」と
大学院の「理工学研究科教育研究改善推進委員
会」との合同委員会にて、定期的な検証を行う。 
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部
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①「点検・評価 改善すべき事項」

②「発展方策 改善すべき事項」
対応状況

今後改善すべき事項

その他改善すべき事項

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）
成
果

理
工
学
部

①学生の自己評価、卒業後の評価について、在学中の授
業評価アンケートでは、授業への興味・関心の度合い
を、また、卒業式における卒業式アンケートでは入学
時と比較してどの程度向上したかを質問しており、実
態を把握しているが、あまり成果が上がっていない事
項についての原因の分析とそれに基づく改善が不十
分である。特に語学力については、評価は毎年悪いの
で、今後の教育改善委員会にて効果が現れる抜本的な
改革を提案していかなければならない。

②在学中の授業評価アンケートおよび卒業式における
卒業式アンケートについて、結果の検証が不十分であ
るため、理工学部自己評価委員会において問題点を精
査し、これを受けて教育改善推進委員会において改善
策を検討・策定し、実行に移す。本学部においては、
英語に重きをおいており、能力別クラスや 30 名程度
の少人数クラスでの開講、海外短期研修等を実施して
いる。学習サポートセンターには英語の指導を希望す
る学生も多くおり、学部全体として英語力が弱いた
め、正規授業外での工夫も含めて、対策を検討してい
く。

在学中の授業評価アンケートおよび卒業式における卒業
式アンケート結果では、「語学力」「学生同士のコミュニ
ケーション」「リーダーシップ」において不足を実感して
いる学生の声があるため、2015（平成 27）年度に理工学
部と理工学研究科合同で検討し、学士課程・修士課程の
統合的教育（いわゆる３＋３型教育）への取り組みなら
びに本学の理念に沿ったグローバルエンジニア育成の一
環として、理工学部から理工学研究科へ進学する学部 4
年生を対象として、大学院入学前に海外協定校等で受入
大学の学生等と理工学部生の混成グループによる PBL
科目を英語で実施する海外短期研修プログラムを 2016
（平成 28）年度から実施している。また、海外短期研修
プログラムの事前準備として、理工学研究科共通科目「科
学英語」を先取り履修させることや理工学研究科共通科
目「国際化プロジェクト」を 2017(平成 29)年度に新設し、
海外研修後の単位認定方針を決定した。

2016(平成 28)年度から理工学部と理工学研究科
合同で実施している海外短期研修プログラム「国
際化プロジェクト」について、将来的に理工学研
究科への進学者全員を海外へ派遣することを視
野に入れて「理工学部教育改善推進委員会」と大
学院の「理工学研究科教育研究改善推進委員会」
にて、定期的な検証を行う。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
１
）
教
育
目
標
、
学
位
授
与

方
針
、
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
方
針

情
報
環
境
学
部

①教育目標等について、専任教員への周知は浸透してき
ているが、非常勤教員への情報提供は十分とはいえな
い。現在、年度初めに実施している常勤教員との打合
せ会や非常勤教員に配付している「非常勤教員のしお
り」と併せて「学生要覧（教育目標等が記載されてい
る）」を活用して、授業を担当する全教員が教育目標
を共有し学生を指導していく環境を整えていく必要
がある。

②学部に設置されている「情報環境学部フォーラム」を
定期的に開催し、教員同士および教員と職員間でのよ
り一層の情報共有と議論の場を設けることが肝要で
ある。また、非常勤教員に対する情報共有の深化につ
いては、年度初めの授業運営等に係る専任教職員との
意見交換会の内容の充実および非常勤のしおりの見
直し等が必要である。

①非常勤教員との打合せ会（2016（平成 28）年 4 月 6
日）を実施し、「学生要覧」、「非常勤教員のしおり」等
資料を基に、学部長、教学委員長、事務担当者より説
明を行い、本学部の現在の状況、教育目標等を確認す
るとともに、非常勤教員からの質問等を受け、コミュ
ニケーションを図った。

②2016（平成 28）年度も「情報環境学部 FD ﾌｫｰﾗﾑ｣（2017
（平成 29）年 3 月 27 日）に実施した。内容は「平成
28 年度学生による授業アンケート」において評価値上
位科目担当教員から講義における工夫点等の発表に基
づき、質疑・応答を行い、各教員の授業運営に役立て
た。

非常勤教員との打ち合わせについては、2017（平
成 29 年 4 月 3 日）に前年度と同様な内容で実施
した。後期(9 月 4 日)にも平成 30 年度の時間割
等の説明も含めて、実施を予定しており、情報共
有の場を増やす。FD フォーラムについても、専
任教員だけではなく、非常勤教員も含めて、意見
交換等を行い、授業運営に役立てる機会を設け
る。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
２
） 

教
育
課
程
・
教
育
内
容

①2014(平成 26)年度に開設した「技術日本語表現法」
が専門科目の卒業研究の準備段階である「基礎プロジ
ェクト」の事前履修条件であることから、新入生にと
って履修時の単位修得の事前練習として、2014（平
成 26）年度入学前教育では「国語」科目を新規追加
した。その結果、数学・英語科目との学修量や時間に
ついて継続検討を実施する予定である。

②カリキュラムマップの作成を通じて、日本語、英語の
理解・表現力の向上を踏まえた演習が不十分であるこ
との対応について、入学前教育に「国語」科目を追加
したが、次年度以降の実施計画の反映については、報
告会を実施し、教学委員会で次回実施までに検討を行
う。

①推薦入試合格者に対して、平成 28 年度入学前教育につ
いては、「国語」「数学」「英語」の 3 科目で実施し、業
者に委託をして、分析資料等の報告会を開催した。全
国平均の比較や学生からのコメント等も含まれ、貴重
な報告会となった。

②教学委員会では、上記の入学前教育の報告会での分析
に加わえて、学習サポートセンター主催の基礎学力講
座(数学)を業者に委託を行い実施した。また、学習サ
ポートセンターでは非常勤教員等を実施担当者とし
て、「数学」、「英語」、「情報」等の科目に対して相談を
受け付けている。

平成 29 年度募集停止に伴い、入学前教育は実施
しないが、「数学」、「英語」、「情報」の授業にお
いて、学習サポートセンターでの相談が必要と思
われる学生に対しては、カードの利用により、学
習サポートセンターに繋いでいる。今後は、卒業
延期者を減らす方策として、学習サポートセンタ
ー、「基礎学力講座」、数学・英語の補習等がより
必要となってくる。
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①本学部の教育体制では、学生の自由度が高く、意欲あ
る学生には効果的であるが、学生が受身的な学習態度
の場合、どのように意欲を高め、モチベーションを維
持するのかが大きな課題である。そのために、コース
別の履修モデルの明確化・卒業要件の設定をすること
でモチベーションを高めやすくしている。また、GPA
に基づいた退学予備勧告、退学勧告の効果的な運用に
ついて、継続検討する。現在、プロジェクト科目にお
いて、学生と企業との共同研究が可能であり、学生は
現実の産業活動を通じて問題意識を持ち勉学の意味
を理解することができるが、この体制の更なる強化が
必要である。あわせて、勉学活動の成果を就職活動に
も活用できるよう、企業との連携の仕組みを構築する
必要がある。企業との共同研究等を積極的に活用し、
学生時代から産業界における技術を体験するインタ
ーシップについて、科目化の検討も含め一層の充実を
図る必要がある。

②FD の形骸化を回避するための積極的な議論の場が
必要であり、開設以来設置されている「情報環境学部
フォーラム」あるいは１ヶ月に 2 回開催される学科
会議の有効な活用を検討するとともに、特に受動的な
学生の意欲の向上策およびプロジェクト科目におけ
る学生と企業の共同研究の活性化について検討する。
授業評価アンケートについては、2014（平成 26）年
度に「情報環境学部教員評価委員会」を設置し、評価
の高い教員等の検証、分析等の検討を行ったが、平成
27 年度から全学的に教員評価を導入することに伴
い、進捗状況を見守ることとした。

①受動的な学生の意欲向上については、退学予備勧告、
退学勧告等の継続検討やインターンシップの科目化
(演習・プロジェクト)による社会からの刺激等が効果
的と考えられるが、学生アドバイザーや学生相談室、
学習サポートセンター等のきめ細やかな連携等を行っ
た。

②クラスビジッドの実施による各教員間の評価を継続し
て実施した。また、教員評価は模擬試行ではあるが全
学的に導入され、2 年目を迎え、情報環境学部は 43 名
(49 名中 87.8%)の受審した。

2017（平成 29）年度募集停止、2018（平成 30）
年 4 月千住移転等情報環境学部の状況が大きく
変わったが、卒業延期者を減らし、学部を収束さ
せていくためにも、受動的な学生に対しての意欲
の向上及びモチベーションの維持は必要である
ため、退学予備勧告、退学勧告の効果的な運用を
図り、クラスビジットの継続検討や学生アドバイ
ザー、学生相談室、学生サポートセンターの連携
による効果的な学生の対応・把握等を検討する。 

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）
成
果

①卒業式アンケート結果については、教授会、学科会議
にフィードバックし、満足度の低い項目については具
体的な改善に取り組んでいるが、満足度が中々改善さ
れない。

②授業評価アンケート・卒業式アンケート等の結果に基
づく改善については、学部間および関係部署と連携を
取りながら、FD 推進小委員会および教学委員会にお
いて、改善策を策定し、実行に移していく。

①クラスビジッドを継続して実施した。
②FD 推進小委員会（教学委員会合同）は 2016（平成 28）
年度は、募集停止や千住移転に伴う 2017（平成 29）
年度及び 2018（平成 30）年度時間割作成に傾注した
ため、改善策の策定に至らなかった。

2017（平成 29）年度募集停止、2018（平成 30）
年 4 月千住移転等情報環境学部の状況が大きく
変わったため、在校生を円滑に卒業させるととも
に、不利・不満が無いように効率的な時間割等を
作成し、学習環境を整える。
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①学位授与基準および当該学位にふさわしい学修成果
を明示しているが、一部抽象的な表現がある。学位授
与の方針および教育課程編成・実施の方針について定
期的に検証を行い、改善を続けているが、その経過が
わかる蓄積された資料がない。また、学部における学
位授与の方針および教育課程編成・実施の方針と教育
システムが連動しているかについて、組織的な検討が
必要である。第三者によるシラバスおよび授業内容の
点検の結果、各科目の学習目標と教育目標、学位授与
方針との関連を簡潔に記述することが困難であると
判明した。各学科の教育目標等については学科の独自
性が強く、それが学部の特色となっているため、学部
の認知度を上げるためにも学科、学部の特色を社会に
対してわかりやすく公表すべきである。

②学位授与基準および当該学位にふさわしい学修成果
を明示しているが、一部抽象的な表現については、教
育改善推進委員会、運営委員会、教授会にて審議し、
2017（平成 29）年度カリキュラム改編時に、具体的
な表現に変更する。学位授与の方針および教育課程編
成・実施の方針については定期的に検証し改善を続け
ているので、その経過を明確にするため、教育改善推
進委員会資料を適切に管理する。また、学部における
学位授与の方針および教育課程編成・実施の方針と教
育システムの連動については、組織的な仕組みによる
PDCA サイクルのさらなる強化も含め運営委員会お
よび教育改善推進委員会において検討する。各科目の
学習目標と教育目標、学位授与方針の関連の簡潔な記
述についても、2017（平成 29）年度のカリキュラム
改訂にあわせ、カリキュラムマップの見直しも含め具
体的な記述にすることで対応する。

①2017（平成 29）年度カリキュラム改訂に伴い、学位授
与の方針および教育課程編成・実施の方針、さらにカ
リキュラムマップも変更した。
定期的な検証のところでは、2018（平成 28）年 12 月
14 日付け「学修到達度調査を用いたカリキュラム改善
のお願い」について、教育改善推進室より各学科に依
頼がなされた。各学科はこの確認の工程において、カ
リキュラムの確認とともに、学位授与の方針および教
育課程編成・実施の方針への確認にも及んでくる。こ
れは「C→A、さらに P へ」と循環する重要な確認と
なる。
このことについては、教育改善推進室と連携し、学部
の下の教育改善推進委員会において、上記「PDCA を
循環させる最後の工程」について確認を行っていくこ
ととする。
また、学科、学部の広報については、2017（平成 29）
年度改編を機に見直しを行い、社会に対してわかりや
すく表現を変更し広報を展開している。

②2017（平成 29）年度カリキュラム改訂に伴い、学位授
与の方針および教育課程編成・実施の方針、さらにカ
リキュラムマップも変更した。
定期的な検証のところでは、2016（平成 28）年 12 月
14 日付け「学修到達度調査を用いたカリキュラム改善
のお願い」について、教育改善推進室より各学科に依
頼がなされた。各学科はこの確認の工程において、カ
リキュラムの確認とともに、学位授与の方針および教
育課程編成・実施の方針への確認にも及んでくる。こ
れは「C→A、さらに P へ」と循環する重要な確認と
なる。
このことについては、教育改善推進室と連携し、学部
の下の教育改善推進委員会において、上記「PDCA を
循環させる最後の工程」について確認を行っていくこ
ととする。

教育改善推進室による 2016（平成 28）年 12 月
14 日付け「学修到達度調査を用いたカリキュラ
ム改善のお願い」は、教育目標、学位授与の方針
および教育課程編成・実施の方針の PDCA を循
環させるための最後の工程ともいえ、これに対応
していくことは、大変重要なものとなっている。 
このことについては、教育改善推進室と連携し、
学部の下の教育改善推進委員会において、上記
「PDCA を循環させる最後の工程」について確
認を行っていくこととする。
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①グローバル化については、教育課程の中で目標をもっ
て取り組まれている状況ではないため、今後、学部共
通科目のカリキュラム作成において検討が必要であ
る。各学科の教育内容における特色が色濃く、独自の
教育が行われている反面、学生、保護者への履修方法、
進級・卒業条件等を含む学部独自の教育内容について
の説明が十分とはいえない。特色ある教育内容を有効
に実践していくために、ステークホルダーへの周知を
徹底する必要がある。特に「大学教育再生加速プログ
ラム」において反転授業等を取り入れていく上でも、
学生に対し授業運営についての説明を十分行い、理解
を得た上で実施することが必須である。

②2017（平成 29）年度の新共通教育プログラムにおい
て、グローバル科目を設置し、2 単位を必修として位
置づけることとし、具体的な科目内容について人間科
学系列および教学専門委員会において検討を継続す
る。学部の特色ある教育内容については、ガイダンス
や父母懇談会において丁寧に説明することにより、周
知を徹底する。また、2015（平成 27）年度後期から
導入した反転授業については、授業ガイダンス等で十
分に説明し履修者に理解してもらうこととしたが、
2016（平成 28）年度以降も学期始めのガイダンス等
で学生への説明を行う。

①2017（平成 29）年度カリキュラム改訂に伴い、人間科
学科目に「グローバル教養」分野を設け、2 単位（1
科目）必修化とした。
加えて学部学科の特色については、平成 29 年度改編
広報の場面において、社会に分かりやすく広報した。
また、さまざまな解釈がなされる「反転授業」につい
て、本学部内で「反転授業の種類とレベル」の明文化
を行った。

②2017（平成 29）年度カリキュラム改訂に伴い、人間科
学科目に「グローバル教養」分野を設け、2 単位（1
科目）必修化とした。
加えて学部学科の特色については、2017（平成 29）
年度改編広報の場面において、社会に分かりやすく広
報した。
また、さまざまな解釈がなされる「反転授業」につい
て、本学部内で「反転授業の種類とレベル」の明文化
を行ったので、今後、反転授業を普及させていく必要
がある。

教育課程については、2017（平成 29）年度カリ
キュラム改訂を機に、懸案事項について整理し、
実行した。
今後は、この教育課程について、学修到達度調査
を用い、検証を行っていく段階となっている。
また教育内容については、「反転授業」等、大学
教育再生加速プログラム（AP）で掲げた事項で
もあるので、今後普及させる必要がある。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
３
） 

 

教
育
方
法

①シラバスおよび講義内容の点検の結果、各科目の学習
目標と教育目標、学位授与方針との関連が必ずしも明
確に記述されていないとの結果がでた。また、シラバ
スの記載についても、さらに改善に向け記載内容の充
実を徹底する。

②各科目の学習目標と教育目標、学位授与方針との関連
をより明確に記述することについて、2017(平成 29)
年度に向けてカリキュラムの教育目標、学位授与の方
針、カリキュラムマップの見直しに向け検討中であ
る。また、シラバスの記載について、2015（平成 27）
年度から、教員が「修正できない期間」を設けない日
程に修正し利便性を向上させたが、今後も継続して見
直しを行っていく。

①2017（平成 29）年度学生要覧から、学科単位で、教育
目標、学位授与方針を、並列的に記載することにより、
関連性があることを明示している。またシラバスにつ
いても第三者チェックを行っている。

②2017（平成 29）年度学生要覧から、学科単位で、教育
目標、学位授与方針を、並列的に記載することにより、
関連性があることを明示している。
また 2017（平成 29）年度改編（カリキュラム改訂）
を機に、カリキュラムマップを見直した。
さらにシラバスについても第三者チェックを行って
おり、精度を上げている。

教育方法として、大学教育再生加速プログラム
（AP）にも掲げている反転授業の普及とともに、
アクティブラーニングの効果ある実施について、
適正に拡大を図っていく必要がある。

４ 

教
育
内
容
・
方
法
・
成
果
（
４
）
成
果

①種々のアンケートについてフィードバックが十分で
ないため、結果の活用までいたっていない場合が多
い。

②授業アンケート・卒業式アンケート等の各種アンケー
ト結果に基づく教育改善については、学部内・学部
間・関係部署と連携をとりながら、2017（平成 29）
年度までに教育改善推進委員会が進めるよう検討す
る。

①授業アンケートについては、各教員が振り返りを行う
所見票を作成し、必要に応じて自学科・系列会議にお
いてフィードバックするシステム（FD）を導入した。 

②授業アンケートについてはフィードバックのシステム
を導入したが、学生満足度・学修実態調査については、
フィードバックのシステムが必ずしも確立していな
い。

「（教育の）成果を把握して、必要に応じて見直
していくこと」が重要であるが、調査結果を踏ま
え見直しを行っていくというシステムにおいて
一部対応できていないところがある。例えば、学
修実態調査・満足度調査について、その結果をも
とに改善点があるかどうかの検討について不十
分なところがある。教育改善推進委員会等を通し
て、システムを確立していく必要がある。
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５ 

学
生
の
受
け
入
れ

入
試
セ
ン
タ
ー

①大学院全体では定員に満たない状況が続いている。上
記のとおり大学院生増加に係る各種施策を講じ、好転
しているものの、さらなる広報の努力が必要となって
いる状況にある。また、大学院博士課程（後期）にお
いては、より一層、学位取得を希望している社会人等
の受け入れの充実を図る必要がある。

②大学院については、定員を満たない状況が続いてい
る。大学院の志願者を伸ばす施策を様々講じている
が、2020（平成 32）年度に予定している大学院の改
編において、定員設定の適切性を検討する。また、大
学院博士課程（後期）においては、社会人受け入れの
充実を図る観点から、学外に対し学位取得の情報を明
確に周知するため大学ウェブサイトの構成について
検討中(一部実施)である。引き続き、先端科学技術研
究科運営委員会において更なる充実策を検討してい
く。

①2016（平成 28）年度については、志願者 528 名、入
学者 454 名、入学定員 509 名に対して充足率は 89％
であった。前年 84％より 5％上昇した。定員には満た
ない状況ではあるが、2 年連続して増加している。社
会人をターゲットとした学外への広報活動としてイン
ターネット広報媒体への参加やムック本への出稿は継
続しているが明確な効果は出ていない。

②大学院情報は、本学のホームページリニューアルを機
に冊子の発行を廃止し、外部からでも簡単に情報が得
られるように環境を整えている。大学院博士課程（後
期）における学位取得の具体的な手続きについても、
情報が整理され、明確な構成に修正された。

大学院定員の確保については、内部進学者の割合
をあげる努力引き続き行うが、参考資料となる大
学院進学ガイドの内容の見直し、また、社会人が
情報を取得しやすいようにホームページの充実
など随時検討を行う。

６ 

学
生
支
援

東
京
千
住
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
部

①休学、退学の状況とその要因となる理由について、平
成 26（2014）年に設置したインスティテューショナ
ル リサーチ（IR）センターを活用して調査し、大学
全体として、休学、退学者の縮減に向けた対策を講じ
ていく。
2016（平成 28）年 4 月より、「障害者差別解消法」
が施行されることに伴い、本学として具体的な対応
を検討する。

②休学、退学の状況とその要因となる理由について、イ
ンスティテューショナル リサーチ（IR）センターを
活用し、学生支援センターおよび各学部事務部（学生
厚生担当）を中心に調査を行い、その調査結果を踏ま
え、学生支援センター運営委員会において、休学、退
学者の縮減策を策定する。
「障がい者差別解消法」の施行に向けて、具体的な
対応の流れや対応方法を関係部署と協議し、学生支
援センター運営委員会において、学内支援体制を構
築する。

①休学、退学の状況とその要因となる理由については、
年度の理由別の休学、退学、除籍統計表（過去５年間
の休学、退学、除籍者数推移を含む）を教授会、理事
会等で報告することで、広く周知している。しかし、
近年、休学、退学の要因となる理由も多岐に亘ってい
ることから、休学、退学の縮減に向けた活用方法まで
に至っていない。
障がい者差別解消法に対する本学の対応として、国公
私立大学の対応状況を調査し、ガイドライン（案）を
作成し、全キャンパスの学生相談室カウンセラーと意
見交換を行った。

②休学、退学の状況とその要因となる理由については、
年度の理由別の休学、退学、除籍統計表（過去５年間
の休学、退学、除籍者数推移を含む）を教授会、理事
会等で報告することで、広く周知していることに留ま
っている。また、休学、退学に至る学生厚生担当や学
生アドバイザー等における個々の対応記録が蓄積され
ているが、その情報による調査には至っていない。
障がい者差別解消法の対応としては、個々の学生によ
り、抱える障がいが異なるために個別対応とならざる
を得ないが、大学としての支援体制を明確にするため
にも、ガイドライン（案）を策定し、全キャンパスの
学生相談室カウンセラーと意見交換を行った。
また、2017（平成 29）年度入学者から、入試センタ
ーから入学試験における配慮が必要な学生の情報の
提供、合格者に送付する手続き資料において、入学後、
学生生活において支援が必要な学生は、各事務部（学
生厚生担当）へ連絡を行う旨を記載し、入学前に把握、
学科や関係部署と支援方法を協議することができた。

休学、退学者の縮減に向けて、休学、退学等の理
由を活用していくためには、インスティテューシ
ョナル リサーチ（IR）センターと協力し、学生
厚生担当、学生アドバイザー等における対応記録
を整理し、項目の追加等をしていくことから始め
る。
なお、休学、退学については、その縮減を図るた
め、倍旧にも増してきめ細やかな対応を行ってい
る。また、休退学の縮減の施策の一方で、修学指
導、特別修学指導を経て、修学意欲が見られない
場合には退学勧告を行う制度も開始した。しか
し、退学勧告は、きめ細やかな指導を行った上で
ないと、当然トラブルが発生するため、慎重かつ
丁寧な運用を行わなければならない。
障がい者支援については、ガイドライン（案）を
学生相談室カウンセラーの意見ももとに、入学か
ら卒業までに関係する部署と協議し、大学として
のガイドラインを策定する。また、ガイドライン
について、ホームページ等を活用して、広く周知
する。
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①休学、退学の状況とその要因となる理由について、平
成 26（2014）年に設置したインスティテューショナ
ル リサーチ（IR）センターを活用して調査し、大学
全体として、休学、退学者の縮減に向けた対策を講じ
ていく。

②休学、退学の状況とその要因となる理由について、イ
ンスティテューショナル リサーチ（IR）センターを
活用し、学生支援センターおよび各学部事務部（学生
厚生担当）を中心に調査を行い、その調査結果を踏ま
え、学生支援センター運営委員会において、休学、退
学者の縮減策を策定する。

①退学理由や退学者の傾向把握のため、退学者の休学・
留年履歴、GPA、入試経路との相関等について分析資
料を作成し、学生データ系ＩＲ協議会において各部署
担当者と情報共有を図るとともに、休学・退学者削縮
減ためのデータ活用方策等について検討を行った。

②退学理由や退学者の傾向把握のため、退学者の休学・
留年履歴、GPA、入試経路との相関等について分析資
料を作成し、学生データ系ＩＲ協議会において各部署
担当者と情報共有を図るとともに、休学・退学者削縮
減ためのデータ活用方策等について検討を行った。

関連部署とも連携し、より効果的な休学・退学者
縮減策検討のためのデータ提供を行う。また、Ｉ
Ｒセンターが保有しているデータ以外に、各部署
で保有しているデータの活用可能性等について
も検討を行う。

学
生
支
援
セ
ン
タ
ー

①キャリア支援講座は、低学年から多方面に亘り講座や
セミナーを行っているが、参加学生の割合は全体から
みると意識の高い一部の学生に留まっているため、セ
ミナー参加の意義や学生への周知に力をいれ、さらな
る受講生の拡大に努める。
一部の学生において、キャリアアドバイザーやジョ
ブサポーターに頼ろうとする「依存体質」の学生が
やや増えている傾向にある。キャリアアドバイザ
ー・ジョブサポーターによる支援方法や体制整備を
含めた運営方法に工夫、改善を施す。

②早い段階から社会を見据え自立を促すため、低学年次
教育としてのキャリア形成支援を強化し、入学直後の
オリエンテーションなどを活用して支援講座を開催
していく。
キャリアアドバイザーやジョブサポーターの運用に
ついては、学科・学系等との協議を通して連携を図
る等、効率的な体制を検討する。

①キャリア支援講座における低学年の参加率は決して高
いとはいえないことを受けて、学科・学系や就職会議
を通じて学生への周知方法の見直しを図った。さらに
学生アンケートをもとに支援講座の内容も修正を加
え、座学型のセミナーを減らしワークショップ型を取
り入れるなど改善策を講じた結果、参加率増に繋げる
ことができた。
キャリアアドバイザー・ジョブサポーターへの「依存
体質」の改善に向けた取り組みを行なった。運営方法
の見直しとして、週の相談予約回数に制限を設け相談
内容の充実をはかった。さらに、相談内容に沿った事
前ガイダンスを単発でおこなった結果、学生が主体的
に動く姿も確認でき良好な結果へと繋がった。

②1 年次から自らの将来を考え、社会人としてのキャリ
アデザインを描くための、多様なサポートプログラム
を提供している。新入時のオリエンテーションを活用
したキャリアガイダンスも自らの将来を考えさせる内
容とした。さらには自己理解のための支援セミナーや
卒業生によるセミナーなど早い時期から目的意識をも
って有意義な大学生活がおくれるような支援講座とし
た。・キャリアアドバイザー・ジョブサポーターへの「依
存体質」の改善に向けた取り組みを行なった。運営方
法の見直しとして、週の相談予約回数に制限を設け相
談内容の充実をはかった。さらに、相談内容に沿った
事前ガイダンスを単発でおこなった結果、学生が主体
的に動く姿も確認でき良好な結果へと繋がった。

キャリア支援教育は、学生が自らの将来をイメー
ジしキャリアデザインを描き、主体的に進路選択
が行なえるよう、卒業生による講演会や情報交換
会、ワークショップや支援セミナーなど、低学年
から多彩な支援プログラムを提供し、社会的「自
立」を目指し支援を強化する。
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６ 

学
生
支
援

国
際
セ
ン
タ
ー

①国際センターの設置以降、留学生の受け入れを積極的
に行ってきたが、日本人学生の海外留学（送り出し）
については、理工系大学であるため必修科目や実験・
実習科目が各学年次に多く配当されているため、日本
人学生の長期の海外留学はほとんど実績がないこと
が課題となっている。 

②日本人学生の海外留学（送り出し）について、その課
題となる教学の課題（科目（特に必修科目）との関係
（単位認定））および学生の経済面（渡航費等）の解
決を図り、積極的な海外留学派遣を進めていく。

東京電機大学神山治貴海外留学派遣奨学金による第 1 号
の派遣学生を、協定校であるラップランド応用科学大学
(フィンランド)に 4 カ月間送り出した。また、この奨学
金の受給者の間口を広げるため、教学や経済面での課題
について規程の一部改正を目指し、国際センターにて改
善案を作成したうえで、神山治貴氏と協議した。神山治
貴海外留学派遣奨学金による派遣先大学として、新たに
アーカンソーテック大学(アメリカ)と協定締結を行い、
ラップランド応用科学(フィンランド)、コロラド大学(ア
メリカ)、シドニー大学(オーストラリア)とあわせて 4 校
となった。その他、海外英語短期研修の送り出し先とし
て、フランセスキング英語学校(イギリス)を新たに加え、
2016 年度の春休みに 3 週間のスケジュールで実施した。 

東京電機大学神山治貴海外留学派遣奨学金にて
派遣された学生により、研修内容を学内で発表し
てもらい、その成果を有効に広めることとする。 
また、神山治貴氏との協議を踏まえた規程の一部
改正案を作成し、国際センター運営委員会に提案
する。主な内容は、「申請対象学生を学部在学生
から修士在学生までとする。」、「奨学金給付金は
1 名に対し、年間 500 万円を上限とする。」、「留
学を理由とする休学を許可する。」学生や保証人
にとって魅力ある海外大学との協定及び覚書の
締結を目指し、世界的に名声の高いケンブリッジ
大学(イギリス)との覚書の締結を行うとともに、
海外英語短期研修の送り出し先として加える。

７ 

教
育
研
究
等
環
境

研
究
推
進
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー

①2015（平成 27）年 6 月に研究倫理教育のための e ラ
ーニングプログラム「CITIJAPAN」を導入し、研究
倫理教育を受講できる体制を整備したが、導入期とい
うこともあり、当面は受講を義務化とはせず、推奨と
した。

②2015（平成 27）年 6 月導入の研究倫理教育のための
e ラーニングプログラム「CITIJAPAN」の受講につ
いて、その取扱いを義務化させていく。

文部科学省を始めとした各府省等からの、研究倫理教育
の実施の要請に基づき、2015（平成 27）年 6 月に e ラー
ニングプログラム「CITIJAPAN」を導入し、平成 27 年
度は、既に研究倫理教育を受講した研究者を除く全専任
教員を対象として当該 e ラーニングプログラムの受講を
強く依頼し、100％の受講率となっている。 
2016（平成 28）年度は、当該 e ラーニングプログラムを
未受講の新規採用者を対象として受講依頼を行い受講率
は 100％となっている。当該 e ラーニングプログラムの
受講は、推奨ではなく実質、義務として行っている。

文部科学省「研究活動における不正行為への対応
等におけるガイドライン」では、研究倫理教育の
受講対象を、研究者のみならず、学生の研究者倫
理に関する規範意識を高めるため、学生に対する
研究倫理教育の実施の推進を求めている。ついて
は、今後、学生に対する研究倫理教育の実施を検
討する。

管
財
部

①2018（平成 30）年度に情報環境学部、情報環境学研
究科の千葉ニュータウンキャンパスから東京千住キ
ャンパスへの移転することを決定したが、その後の千
葉ニュータウンキャンパスの活用方法については、検
討途上にある。

②2018（平成 30）年度に予定する情報環境学部、情報
環境学研究科の千葉ニュータウンキャンパスから東
京千住キャンパスへの移転に伴い、その後の千葉ニュ
ータウンキャンパスの活用方法について、教育研究環
境の維持・充実に資する方策等を引き続き検討し、方
策等に基づいた施策を具現化する。

①2016（平成 28）年度においても、検討の途上にあり、
活用方法を提案するには至っていない。
情報環境学部の最終入学年度（2016 年度）から 4 年
後の 2019（平成 31）年度末までの同学部の施設設備
利用および東京千住キャンパスの校地不足を補う体
育施設他の状況等を踏まえた活用方法に関する提案
について継続して検討している。

②2016（平成 28）年度においても、検討の途上にあり、
活用方法を提案するには至っていない。
情報環境学部の最終入学年度（2016 年度）から 4 年
後の 2019（平成 31）年度末までの同学部の施設設備
利用および東京千住キャンパスの校地不足を補う体
育施設他の状況等を踏まえた活用方法に関する提案
について継続して検討している。

2016（平成 28）年度の自己点検・評価に記載し
たとおり、主に、2018（平成 30）年度以降の千
葉ニュータウンキャンパスの活用方法に関する
提案ついて継続して検討していく。

８ 

社
会
連
携
・
社
会
貢
献

研
究
推
進
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー

①国際交流や研究成果を社会に還元する産学連携活動
については、段階的に取り組んでいるところであり、
PDCA サイクルを意識しながら取り組みを続けるこ
ととなる。

②研究成果を社会に還元する産学連携活動の知的財産
については、研究推進社会連携センターの産官学交流
センターにより、創出から展開までをトータルで考慮
することとし、出願する知的財産の選定方法から、出
願および取得した知的財産等の有効な活用方法を改
めて検討する。

①産学連携活動において、シーズの社会への還元につい
ては本学が知的財産権を所有するシーズのうち３件を
「重要管理項目」として設定し、特に注力して実用化
に取り組む案件として展開した。うち、シーズ１件(特
許としては２件)については、技術移転(特許実施許諾
契約の締結)に至ったことから評価できる。

②知的財産権の PDCA サイクル構築において、シーズの
社会への還元については「重点管理項目」の設定等を
行なう等したが、出願する知的財産権の具体的な選定
方法については、2017（平成 29）年度に引き続き検討
することとした。

PDCA サイクルを実施しながら、適宜状況に併
せた見直しを実施する。
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８ 

社
会
連
携
・
社
会
貢
献

国
際
セ
ン
タ
ー

①国際交流や研究成果を社会に還元する産学連携活動
については、段階的に取り組んでいるところであり、
PDCA サイクルを意識しながら取り組みを続けるこ
ととなる。

②国際交流においては、海外協定校等との学術交流協定
の更なる実質化および日本人学生の海外派遣数の増
加に向けた諸施策を実施する。

2016（平成 28）年度には、泰日工業大学(タイ)、アーカ
ンソーテック大学(アメリカ)、マラ工科大学(マレーシ
ア)、ベトナム国家ホーチミン市校工科大学(ベトナム)、
チャンディーガル大学(インド)の 5 校と協定又は覚書の
締結を行った。
また、海外短期研修の新たな送り出し先として、フラン
セスキング英語学校(イギリス)の英語短期研修を実施し
た。その他、英文による大学案内を作成した。

神山治貴海外留学派遣奨学金による送り出しと
して、アーカンソーテック大学(アメリカ)に 1名、
ラップランド応用科学大学(フィンランド)に 1名
の合計 2 名の派遣を目指す。新たに協定や覚書の
締結を行った、泰日工業大学とケンブリッジ大学
での海外短期研修プログラムの実施を実現させ
る。また、学生本人及び保証人に対し、海外留学
についての理解を深めてもらえるよう、「とびだ
せ電大生」の動画版を作成する。

東
京
千
住
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
部

①「東京理工系大学による学術と教育の交流に関する協
定」に基づく単位互換については、特に本学への受入
れおよび本学大学院への「特別推薦入学試験制度」に
よる入学実績が近年少ない状態である。また、「『首都
大学院コンソーシアム』学術交流に関する協定」によ
る単位互換についても実績がない状態であるので、実
績づくりが必要である。

②他大学との単位互換等による学術・教育交流について
は、交流の活性化を図るため、学生周知に工夫を持た
せ、連携を強化する。

①「東京理工系大学による学術と教育の交流に関する協
定」（通称：4 工大）に基づく単位互換は、2016（平成
28）年度は工学院大学の学生受入れ 1 件、特別推薦入
学試験制度について受入れは 0 件（東京都市大学への
送り出しは 1 件）にとどまった。「『首都大学院コンソ
ーシアム』学術交流に関する協定」による単位互換も
2016（平成 28）年度は実績がなく、この 2 つの協定に
ついての実績づくりは継続した課題であると認識して
いる。その一方で、あらたに学生交流等の実績に基づ
き、日本工業大学、東京医科歯科大学と協定を締結し
た。さらに平成 28 年度文部科学省「成長分野を支える
情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）」選定に基づ
き、東北大学、慶應義塾大学等連携校と単位互換協定
締結を進めている。

②学生への周知としては、学生要覧、大学ホームページ
に掲載しているが、UNIPA での周知は行っていない。
他大学との単位互換は、キャンパスの立地が大きく影
響するため、以前と比べ、学生の立場に鑑みると、推
奨できない面もある。

他大学との単位互換等の交流については、「これ
までのもの」と「これからのもの」を分けて対応
していく必要があると認識している。つまり、学
生の立場に鑑み、有益なものは「これからのもの」
として締結校を追加していく対応が必要でとい
う意味であり、同内容である連携大学院方式とと
もに、東京千住キャンパスにある学部、研究科と
連携し、ニーズを把握して、追加対応を行う。

９ 

管
理
運
営
・
財
務
（
１
）
管
理
運
営

総
務
部

①事務・技術職員の研修制度等については、職員の資質
および業務遂行能力の向上を図るための知識、技能お
よびその他必要とする能力等を効果的に修得する方
法等の検討を行う。

②事務・技術職員の評価制度における「勤務評価」の結
果については、賞与等にすでに適用しているが、「目
標達成度評価」の結果については、今後の実施状況に
より処遇への適用具体化の検討を行う。

①2016（平成 28）年度については、「学校法人東京電機
大学中長期計画～TDU Vision 2023～」の３年目とし
て、「未来に責任をもち、新たな発展を目指す年」と位
置づけられており、事務・技術職員一人ひとりが業務
に取組む姿勢と意識を改革し、社会状況の変化に迅速
かつ適切に対応できる人財になることを主眼に研修計
画を策定・実施した。

②「勤務評価」の結果については、2016（平成 28）年度
は賞与のみならず、「主事・技師昇格試験」の受験資格
(前年度の勤務評価がＢ評価以上の者)にも適用した。 
「目標達成度評価」の結果については、、模擬施行中
であるため、自己評価と上長評価との差の検証等を行
った。

事務・技術職員の研修制度等については、今後の
人材育成方針(ジェネラリストを育成するのかス
ペシャリストを育成するか等)を明確にするとと
もに、管理職の育成に繋げられるよう研修体系を
構築する。
「目標達成度評価」については、「目標管理シー
ト」の設定に関して設定内容の難易度等にばらつ
きがみられるため、今後職位毎・経験年数毎の目
標設定基準をさらに明確にする。
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管
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管
理
運
営

学
長
室

①「大学評議会」「大学調整連絡会議」を設置したもの
の、2015（平成 27）年度は新制度への移行期という
こともあり、2 つの会議を合同で「拡大大学評議会」
と称し暫定運用として開催している。また、2015（平
成 27）年度は副学長の任命を行っていない等、大学
ガバナンスを整備したが、現在のところ、すべてを活
用するに至っていない。

②2015（平成 27）年 4 月の学校教育法改正に伴う本学
の一連の大学ガバナンス改革を、いかに実質的に運用
していくかが、本学にとって有益であることは論を待
たない。特に「大学評議会」「大学調整連絡会議」「副
学長設置」について、形式的のみならず、変更趣旨や
設置の趣旨を十分に踏まえ、実質化していく。

2016（平成 28）年度より、「大学評議会」「大学調整連絡
会議」を各々同日に開催する運用へと切り替え、「大学調
整連絡会議」で議論した案件を「大学評議会」で決定す
るフローを構築した。
また、同年度より、「統括副学長」「副学長」を設置し、
両副学長のミッションを明確化した新ガバナンス体制を
構築した。

一部の議題を除き「大学評議会」「大学調整連絡
会議」で重複する議題や内容については、両会議
の機能分化、役割を明確にし、実質的かつ効率的
な運用を促進する。
「統括副学長」「副学長」を設置し、新ガバナン
ス体制の 1 年間の実績等に鑑み、両副学長への執
行権付与等の権限移譲を検討し、より新ガバナン
ス体制が実質化するよう、引き続き検討を進めて
いく。
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①帰属収支差額比率 10％という学園の目標に対して
は、充分ではない結果となった。本学園の将来計画か
ら考えるとさらなる財政の健全化が必要な状況であ
ると判断している。また、中・長期的な財政計画は、
将来構想（計画）を踏まえた上で策定されるが、その
後の計画の変更、社会環境の変化等に応じて定期的に
見直しを図っていく必要がある。

②帰属収支差額比率の改善は、本学財政健全化の最も重
視する目標であり、10％以上の数値を継続して確保
し得る収支構造の確立を具体的な目標と定めている。
今後、東京千住キャンパス第 2 期計画（Ⅰ街区建物
建設）の実施、またこれに伴う教育・研究体制の再構
築の推進が予定されており、これらが財政に大きな影
響を及ぼすことが予想される。現状において、キャン
パス整備計画、教育・研究体制等は検討および実施は、
その後の収支構造に大きく影響を与えることになる
ため、各種計画の具現化への対応と必要な財政健全化
の施策を着実に実施する必要がある。

①財政健全化の指標と定めた事業活動収支差額（旧帰属
収支差額）比率 10％の達成に向けて、平成 28 年度予
算編成では、収入面で大学院の学費改定、支出面で各
部署予算の一律削減により一定の財政健全化方策を実
施し、期中において更なる収入増、経費削減に努める
こととした。その結果、予算では 3.1％であった事業活
動収支差額比率が決算では 6.0％に改善し、当初の財政
計画における当該年度の予測数値をやや下回った。

②財政健全化委員会答申に基づく財政健全化実行計画の
うち、収入の増加及び経費削減を計画どおり実施した
結果、2014（平成 26）年度以降、事業活動収支差額比
率は僅かではあるが着実に上昇してきた。しかし、平
成 29 年度以降は、東京千住キャンパス５号館の減価償
却額を含む施設設備の維持管理費に多額な経費を要
し、厳しい財政状況となることが見込まれたため、
2017（平成 29）年度予算編成において、経費削減及び
特別事業の実施時期と事業経費の一部見直しを実施す
ることとした。

財政健全化の指標と定めた業活動収支差額比率
10％という目標達成のため、平成 26 年度から実
施している財政健全化実行計画を必要に応じて
一部見直しを実施する。また、各キャンパスの利
活用計画に基づく財務収入と財務支出の改善に
取り組んでいく必要がある。さらに人件費削減の
ための各種方策を着実に実行していく。
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①大学・法人に関する自己点検・評価活動については、
組織的な体制をもって実施しており、様々な課題等を
抽出しながら、次の改善活動へ繋げているところであ
る。一方、学生の教育効果の測定や分析といった点に
焦点を合わせると、全学的な活動としては改善の余地
がある。特に、教育活動に対する外部有識者等からの
客観的な意見を取り入れる改善活動といった新たな
点検活動方法を導入するため、具体の検討を行う。

②本学は組織的な自己点検・評価を実施しているが、今
後は特に教育分野の様々な活動に対する外部有識者
等からの客観的な意見を、東京電機大学外部評価規程
に基づき、教育改善推進室を中心に積極的に取り入れ
ていく。

大学に関する自己点検・評価活動は、毎年度作成する自
己点検・評価報告書を用いて、自己評価総合委員会にお
いて実施している。法人においては、マネジメントレビ
ューにおいて、学園の経営層からの忌憚のない意見を吸
い上げ、自己点検・評価活動を実施している。外部評価
員規程に基づく外部有識者等からの客観的な意見を取り
入れる方法については、「教員評価」「CRC アドバイザリ
ーボード（研究の外部評価）」を実施しており、教員の活
動に対しての点検活動を実施している。教育活動に対す
る外部有識者等からの評価については、上記到達度測定
等の活動を優先的に実施したため、教育活動の評価にま
で踏み込んで実施することは出来なかった。

教育活動に対する外部有識者等からの客観的な
意見を取り入れる改善活動については、外部評価
委員会規程に鑑み、まずは一部の学科等または分
野等に限定し、実施する検討を進める。
また、第３期大学認証評価で求められる内部質保
証の有効性に向けて、大学・法人の連携による学
園全体の自己点検・評価活動の構築の検討を進め
る。当面は、法人のマネジメントレビューを見据
えた大学の自己点検・評価報告書の位置付けや作
成方針を定め、将来的に大学・法人が一体となっ
た自己点検・評価活動の在り方を検討していく。 
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大学・法人に関する自己点検・評価活動については、組
織的な体制をもって実施しており、様々な課題等を抽出
しながら、次の改善活動へ繋げているところである。

2016（平成 28）年度の自己点検・評価活動については、
引続きマネジメントレビューを実施し、PDCA サイクル
の循環(計画・実行・評価・改善)を行い各部署の自発的
な改善活動の促進を行った。

法人部門で実施している自己点検・評価活動であ
るマネジメントレビューについては、現時点では
事務組織のみで実施されているが、今後は大学の
自己点検・評価活動と連携し、学園全体の自己点
検・評価活動に繋げる。
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⒌ おわりに

本報告書対象年度の 2016（平成 28）年度は、安田浩新学長の就任及び新ガバナンス体制

（副学長の設置）をはじめとし、大学校務全般の重要事項を審議する大学評議会の単独運営、

2017（平成 29）年度に控えた全学的改編に向けた準備（東京千住キャンパス新建物（５号館）

開設含む）、（公財）大学基準協会による大学認証評価の受審など、本学の将来に資する重要

な年度となった。

特に、大学認証評価受審によって、学長のリーダーシップのもと、内部質保証の有効性に

着目した PDCA サイクルを構成員一同が理解したうえで、今後の教育研究改善の施策に繋げ

ていく風土を醸成する体制が構築されたことは本学にとって極めて有益なものとなった。

 本自己点検・評価報告書は、大学全体及び各部局が抱える現在の課題を明確にし、その課

題に対してどのように取り組み、今後どのように改善していくのかという実質的な部分に重

きを置くことを作成方針とした。

 今後は、本報告書に記載した課題への対応及び今後の改善に向けた取り組みに注力し、各

部局による個別の PDCA サイクルから、「教育活動」「教育研究支援等」「管理・運営」の各カ

テゴリーによる PDCA サイクル、そして大学全体の PDCA サイクルの機能的運用へと繋げ、

大学本部機能を有する学長室を中心に、法人部門との円滑な連携を図りつつ、2018（平成 30）

年度より実施される第３期認証評価の主眼である「内部質保証システムの有効性」を念頭に、

実質的効果的な内部質保証を継続していく次第である。

2018（平成 30）年度には、理工学部における専門力の強化を主とした改編として、３つの

新学系（生命科学系、機械工学系、電子工学系）を設置するとともに、工学部第二部では入学

定員を見直し（全学科定員増）、企業人教育の充実に資する工学部第二部社会人課程（実践知

重点課程）の開設を進めている。

加えて東京千住キャンパス・埼玉鳩山キャンパス間の学事日程及び授業時間の統一化を図

り、学生生活の充実及び円滑な授業運営等を目指していくものである。

これらの取り組みを通して、これからも輝き続ける理工系私立大学として、大学が一体と

なり、さらなる発展を図っていく次第である。

以 上
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